
 
 

 
 

 

 

 

第２次栗原市総合計画 

後期基本計画 

（令和４年度～令和８年度） 

（案） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和３ 年   月 

宮 城 県 栗 原 市 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

計画策定の指針                                     

 

➊ 策定趣旨                                                     ４ 

  ➋ 計画の構成と期間                                           ５ 

  ➌ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係                       ６ 

  ➍ 新型コロナウイルス感染症への対応                        ８ 

  ➎ 人口の将来予測                                       ９ 

 

 

   ➊ 将来像                                                      １３ 

➋ 基本方針                                        １５ 

  ➌ 土地利用構想                                     １８ 

 

 

○Ⅰ   恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを創るために       ２２ 

   ○Ⅱ   子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを創るために          ３４ 

   ○Ⅲ   健康や生活に不安がなく、優しさと思いやりに満ちたまちを創るために  ４６ 

   ○Ⅳ   地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを創るために      ５８ 

   ○Ⅴ   市民がまちづくりを楽しめるまちを創るために                  ７０ 

   重点①  放射能対策プロジェクト                             ８２ 

   重点②  地方創生の取り組み                                 ８４ 

資料編                                                  ９１ 

 

目    次 

１ 序 論 

２ 基本構想 

３ 基本計画 

１ 



 

 

 

 

 

 

本市では、平成２９年（２０１７年）度から令和８年（２０２６年）度を計画期間とする

「第２次栗原市総合計画」に基づき、市政運営の基本理念に掲げた『市民が創る くらしたい

栗原』の実現に向け、着実にその歩みを進めてきました。 

令和３年（２０２１年）度で第２次総合計画の策定から５年が経過し、１０年間の計画期

間の折り返しを迎えることから、急速な少子高齢化の進行や、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大など、社会情勢の大きな変化に対応しつつ、ＳＤＧｓや Society5.0 といった新た

な視点を採り入れ、かつ、地方創生の取り組みを引き続き総合計画と一体的に推進していく

ために「栗原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる理念を統合した上で、今後５年

間のまちづくりの指針として、令和４年（２０２２年）度から令和８年（２０２６年）度を

計画期間とする「後期基本計画」を策定します。 

 

 

 

  総合計画は、行政運営の指針であるとともに、市民や団体などのまちづくり活動に対する

指針となることから、次のように位置付けられます。 
 

 ①まちづくりの最上位計画 
  総合計画は、栗原市過疎地域持続的発展計画、栗原市国土利用計画、その他各種個別計画

の指針となり、まちづくりの最上位に位置付けられる計画とします。したがって、各種個別

計画の策定にあたっては、その方向性や施策について、総合計画を基本とします。 
 

 ②計画的・効率的行政運営 
  総合計画は、まちづくりの総合分野を包括するものであり、長期的展望に立った計画的、

効率的行政運営の指針を示す計画とします。 

  市民ニーズが多様化する中で、より効率的な行政運営が求められており、施設などハード

面のみならず、実施する事業や施設の運営方法などソフト面についても十分考慮した計画と

します。 
 

③市民・民間活動との連携 
  市民と行政が一体となった協働のまちづくりを進めるため、総合計画は行政運営のみなら

ず、市民や団体など民間活動の指針として、まちづくりへの参画方法や活動方向を明らかに

するとともに、活動の誘導、支援などを行う計画とします。 
 

④栗原市の個性 
少子高齢化、人口減少の進行により、地方創生の取り組みなど、地方自治体の主体性や独 

自性が問われており、市民が“栗原市を誇れるまちづくり”に努める計画とします。 

計 画 策 定 の 指 針 

１ 計画策定の意義 

２ 計画の位置付け 
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⑤地方創生の位置付け 
  総合計画は、人口減少社会における市政運営の基本的な指針であり、引き続き地方創生の

取り組みと一体的に推進していくため、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３

６号。以下「地方創生法」という。）第１０条に基づく、本市の「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」としても位置付けます。なお、本市の地方創生の理念や取組方針は、基本計画の重

点に位置付けます。 
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（栗原市人口ビジョン） 
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①策定趣旨 

市民の知恵と力を結集し、将来につながる夢を描きます 

 栗原市は、平成１７年（２００５年）４月１日に誕生しました。 

平成１９年（２００７年）３月に新しいまちづくりの指針となる『栗原市総合計画』（計

画期間：平成１９年（２００７年）度～平成２８年（２０１６年）度）、さらに、平成２９

年（２０１７年）９月には『第２次栗原市総合計画』（計画期間：平成２９年（２０１７年）

度～令和８年（２０２６年）度）を策定し、魅力ある栗原市を目指して、市独自の各種施策

に取り組んできました。 

 栗原市が誕生して１２年が経過し、この間に、平成２０年岩手・宮城内陸地震、東日本大

震災、平成２７年（２０１５年）９月関東・東北豪雨災害と、未曽有の大規模自然災害に見

舞われながらも、市民と行政、そして関係機関が一丸となって乗り越え、さらなる発展に向

かって歩みを進めてきました。 

市がさらに発展し存続していくためには、栗原市の将来を見据え、市民が知恵と力を結

集し、主体となって地域づくりに取り組むことが重要です。 

第２次栗原市総合計画後期基本計画は、市民の自主的な活動を行政が的確に支援するこ

れまでの取り組みを継承し、将来につながる夢を描きます。 

社会変動に揺るがない安定した市民生活の持続を目指します 

 わが国は、急速な少子高齢化による本格的な人口減少社会に突入し、さらに、首都圏と地

方の格差が拡大する中、公共施設や社会基盤の老朽化、多発する大規模な自然災害への対

策など、これまでに経験したことがない社会状況に対応する必要性が高まっています。 

こうした中で、栗原市が、将来にわたって持続可能な都市となるためには、これまで築き

上げてきた行財政基盤をさらに強化し、市民との密接な協働によるまちづくりの取り組み

を、今後も継続して推進していくことが必要です。 

恵まれた自然環境を生かして、都市等からの移住・定住を 

促進しながら、すべての市民の、生活の質的向上を目指します 

 農村から都市への人口流出が続いている状況の中、都市住民の中で、若者を中心に新た

な生活スタイルを求める「田園回帰」の動きや、定年退職を契機とした豊かな自然に恵ま

れた農村部への定住志向の高まり、さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機と

した地方移住への関心の高まりがみられます。 

栗原市は、豊かな自然環境を生かし、新たな居住環境として栗原市を選択した人々を受

け入れながら、子どもから高齢者まで、すべての市民が充実した人生をおくることができ

る生活環境の実現と、市民生活の「質」を高めるまちづくりを目指す指針として、第２次

栗原市総合計画後期基本計画を策定します。 
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 総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の 3 層で構成します。 

 計画の期間は、基本構想の計画期間を１０年間、平成２９年（２０１７年）度から令和８年

（２０２６年）度までとし、基本計画は施策体系を示す計画として、前期計画を平成２９年（２

０１７年）度から令和３年（２０２１年）度までの５年間、後期計画を令和４年（２０２２年）

度から令和８年（２０２６年）度までの５年間とします。 

 実施計画は、基本計画に基づき、社会経済情勢の変化を見極めながら、各年度の予算編成と

連動して計画する２年間の計画となり、毎年度見直しを行います。 

 計画期間内においては、柔軟かつ効率的に事業展開ができるよう、適切な計画の進行管理を

行います。 
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②計画の構成と期間 

基本構想（10年間） 

前期基本計画（5年間） 後期基本計画（5年間） 

実施計画（2年間） 

実施計画（2年間） 

実施計画（2 年間） 

実施計画（2年間） 

毎年度見直す 

ローリング方式 
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平成２７年（２０１５年）９月に国際連合で採択された持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）は、令和１２年（２０３０年）を目標年とし、「誰一人取り残さ

ない」持続可能な世界の実現に向け、貧困の撲滅や教育の充実、働きがいと経済成長の両

立、気候変動への対策、陸や海の豊かさを守るといった１７のゴール（目標）とそれを実現

するための１６９のターゲット（具体目標）から構成される「世界共通の目標」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

２ 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

４ すべての人々に包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う 

６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確 

保する 

８ 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きが 

いのある人間らしい雇用を促進する 

９ 強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの促進 

を図る 

１０ 各国内及び各国間の不平等を是正する 

１１ 包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

１２ 持続可能な生産消費形態を確保する 

１３ 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

１４ 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

１５ 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ 

の対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

１６ 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアク 

セスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築 

する 

１７ 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化 

する 
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第２次栗原市総合計画に掲げる市政運営の基本理念「市民が創る くらしたい栗原」は、

ＳＤＧｓの考え方と合致していることから、後期基本計画にＳＤＧｓの多様な目標を採り入

れるとともに、本市が抱える諸課題を解決するため、ＳＤＧｓの取り組みを市民と共に推進

します。 
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新型コロナウイルス感染症は、令和元年（２０１９年）１２月に発生が報告されて以来、世

界各地で急速に感染が拡大し、本市においても令和２年（２０２０年）１月に対策本部を設置

して、県や関係機関と連携しながら蔓延防止対策に取り組んできましたが、今後の推移は依然

として不透明な状況にあります。 

外出自粛や休業要請等に伴う消費の低迷や観光客の減少、イベントの中止などにより、飲食

業や宿泊業をはじめとして地域経済に大きな影響が生じており、長期的な視点に立った経済対

策や雇用対策が必要となっているほか、市民生活においては、『３密』（密集・密接・密閉）の

回避や手洗いの徹底、人との距離の確保などの「新しい生活様式」の実践が求められています。 

そうしたことから、後期基本計画の施策の推進に当たっては、感染症への対応と経済活性化

の両立の視点を採り入れ、新しい生活様式を実践しながら、あらゆる場面において感染症への

対策を常に意識し、社会情勢や市民及び事業者等のニーズに応じた取り組みを進めてまいりま

す。 

 

  

➃新型コロナウイルス感染症への対応 
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 国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計（平成３０年（２０１８年）

３月）によると、栗原市の総人口は、平成２７年（２０１５年）の６９，９０６人が、令和２

年（２０２０年）には６４，２７０人、令和７年（２０２５年）には５８，５７７人、令和２

７年（２０４５年）には３７，４９６人になると見込まれ、３０年間で４割以上減少するとさ

れています。なお、令和２年（２０２０年）の人口は、令和２年（２０２０年）国勢調査の速

報値によると６４，６８６人となっています。 

 栗原市では、平成２８年（２０１６年）２月に、「栗原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定に合わせて「人口ビジョン」をつくりましたが、この度、第２次栗原市総合計画後期基

本計画の策定にあたって、将来推計人口の検証を行いました。（推計結果は、資料編「人口ビジ

ョン」参照。） 

  社人研の推計手法による令和８年（２０２６年）の推計人口は５７，５００人ですが、第２

次栗原市総合計画の計画期間においては、子育て・教育環境の充実、雇用機会の創出など若年

層の移住・定住促進化施策を積極的に実施し効果を上げることによって、令和８年（２０２６

年）の推計人口を５９，０７０人と見込み、計画人口としては前期基本計画と変わらず、５９，

１００人と設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）令和２年（２０２０年）の人口は、令和２年（２０２０年）国勢調査による速報値です。 

⑤人口の将来予測 

令和８年（２０２６年）における栗原市の計画人口 → ５９，１００人 
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■ 年齢構成 

令和８年（２０２６年）における栗原市の計画人口を５９，１００人と設定すると、その

年齢構成は、年少人口（１５歳未満）が約５，９９０人に、生産年齢人口（１５～６４歳）

は約２７，２９０人になり、老年人口（６５歳以上）が約２５，７９０人になると推測され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）人口において、平成２年（１９９０年）には４人、平成１７年（２００５年）には２人、平成２２年（２０１

０年）には４３人、平成２７年（２０１５年）には６９９人の年齢不詳者がいるため、各年の総人口の公表数値

と一致しません。 

注２）令和２年（２０２０年）の年齢構成人口は、令和２年（２０２０年）国勢調査による速報値（総人口）を基に

推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢構成（人口） 
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各年齢区分別人口の総人口に対する割合をみると、生産年齢人口と年少人口の割合が減少し、

老年人口の割合が増加する傾向が明確となり、栗原市の高齢化率は、令和８年（２０２６年）

には４３．７％になることが推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）令和２年（２０２０年）の年齢構成割合は、令和２年（２０２０年）国勢調査による速報値（総人口）を基に推

計しています。 
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古来より栗駒山を水源とする清らかな水が、複数の河川を経由して、栗原で暮らす人々の生

活に繁栄をもたらせてきました。栗原の歴史は、自然環境と人々の日常生活が良好な関係を築

いてきた歴史でもあります。 

そして現在においても、先人から引き継いできた自然が多く残されており、都市型の生活環

境に疑問を感じている現代人が抱く「自然と共生しながら自分らしく生きるための理想的な生

活環境」への憧れを受け入れる可能性を残しています。 

これからの栗原市において、恵まれた自然環境を生かし、国際的視野と情報を携えた、人間

社会が築くべき環境と共生する理想的な生活空間を創造するために、市政運営の理念として掲

げた、 

「市民が創る くらしたい栗原」 

を前総合計画から継承し、市民が主体的になって地域づくりに取り組むこれまでのまちづくり

をさらに進めるため、次のとおり市の将来像を提示します。 

 

 

 

美しく豊かな栗原の自然は、私たちが健康で文化的な生活を営むために欠かすことのできな

いものであり、私たちには、この自然を守り次世代へ継承していく責務があります。貴重な財

産である自然との共生と地域の個性や特色を形成する景観の保全を念頭に置いた社会資本整

備を進め、市の中核機能地域を形成し、田園都市としての魅力を高め、都市等からの移住・定

住を促進します。 

また、心の豊かさを育み、市民の誰もが充実した生涯をおくるための学習機会の提供や、優

れた文化・芸術等に触れる機会を提供するなど、市民生活の「質」を、より一層高める取り組

みを推進します。 

さらに、近年多発している大規模な自然災害から市民の生命や財産を守ることができるまち

づくりを進めるとともに、自主防災組織の活動支援などにより地域の防災力の向上を図ります。 

また、地域と連携した消防体制の充実を図り、より一層、安全で安心な生活環境の整備を目

指します。 

 

 

 我が国においては、かつて経験したことのない急速な少子高齢化、人口減少が進行していま

す。こうした状況に歯止めをかけるため、結婚・妊娠・出産を希望する人への支援を充実して

子育ての不安を解消し、安心して子育てができる環境整備を推進します。 

また、将来の栗原市を担う子どもたちのために、安全で安心して学べる教育環境を提供し、

自然を楽しみながら、生まれ育った地域で学ぶことによって身につくふるさとに対する誇りと、

豊富な知識と感性を育んでいく教育を、地域ぐるみで推進します。 

１ 将来像 

Ⅰ 恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまち 

Ⅱ 子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまち 

１ 
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少子化や高齢化の進行とともに、生産年齢層の核家族世帯と高齢者のみの世帯が増加してい

る栗原市では、人口構成や生活環境の変化に対応した保健、医療、福祉が連携する総合的な施

策の実施が必要となります。 

健康づくりへの市民の自主的な取り組みを支援して、市民が互いに支え合う地域づくりを目

指すとともに、市民の誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせるよう地域全体で支える体制を

構築します。 

また、市立病院の機能維持に努めるとともに、地域医療を支える人材の確保と育成を図り、

市民が安心して暮らせるための地域医療を守ります。 

 

 

 

市内の産業が活力を持ち、市民が地域で働く場を確保するため、各種産業分野において、栗

原市の特色や利点を活用した産業振興施策に取り組みます。特に、市の基幹産業である農業の

振興については、多様な経営感覚を備えた農業者等の育成と、生産基盤の強化を図る施策を推

進します。 

 特色ある地場産品のブランド化や、栗原らしさを生かした販売力ある商品づくりに取り組む

とともに、生産から加工、流通・販売まで対応できる体制づくりを支援します。 

また、高速交通体系などの地の利を生かした企業誘致を一層推進し、既存企業との取引拡大

や企業間の連携を促進して、産業拠点の形成を目指します。 

「交流」をテーマとした地域資源を再発見し活用する「田園観光都市（＊注）」づくりに磨

きをかけ、国内外から多くの人が訪れる賑わいがある地域づくりを目指します。 

＊注「田園観光都市」…田園地域の魅力＝「光」を「観
み

せる」ことで交流を促し、活性化を目指すまち 

づくり。 

  

 

 

 各地区の小さなコミュニティが、自主的に地域の課題解決に取り組めるよう自治会など、ま

ちづくりに関わる多くの主体や人材の育成に努め、市民による市民のためのまちづくりへの取

り組みを支援し、市民が生きがいを感じ、楽しみながらまちづくりに参加できる社会を目指し

ます。 

 また、市民との情報共有を高め、市民の声を市政に反映させる仕組みを充実させるとともに、

的確な市民ニーズの把握に努め、市民満足度を向上させる行政サービスを提供します。 

 

 

Ⅲ 健康や生活に不安がなく、優しさと思いやりに満ちたまち 

 

Ⅳ 地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまち 

Ⅴ 市民がまちづくりを楽しめるまち 
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１．美しい景観を守り、豊かな自然と共生した多様な暮らしを満喫できる生活環

境を形成します 
①自然と共生した生活環境の創造と資源循環型地域社会を目指します。 

②地域の生活基盤の向上と、都市機能が集積された市の中核機能地域を形成し、魅力ある田

園都市を目指します。 

③豊かに暮らせる田園都市としての魅力を高め、人口流出抑制と都市等からの移住・定住を

促進します。 

２．豊かな心と文化を育み、生涯を通じて学べるまちづくりを目指します 
①市民による多様な文化芸術活動を支援します。 

②市民が自主的に生涯学習を楽しめる環境づくりを推進します。 

③栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を守り、次代に継承します。 

３．安全・安心なまちづくりを推進します 
①「自助・共助・公助」に「近助（＊注）」を加え、防災・減災の取り組みを推進し、多発す

る大規模自然災害に強い地域づくりを目指します。 

②防犯及び交通事故防止の視点に立った安全な地域づくりと、市民生活を脅かす多様化する

問題に取り組みます。 

③市民の生命と財産を守るため、消防・救急体制の充実を図ります。 

＊注「近助」…「自助」と「共助」の間をつなぐ近隣住民同士の見守り、助け合いの精神。 

 

 

 

１．結婚・出産・子育てが安心してできる環境を目指します 
①結婚・妊娠・出産を希望する人への支援の充実を図ります。 

②子どもが心身共に健やかに成長するように、保健・医療・福祉の充実を図ります。 

③地域ぐるみで子育てに取り組む体制を整え、ゆとりある子育て環境の充実を図ります。 

２．次代を担うたくましい子どもを育成します 
①夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら考え行動でき、国際的視野を持った子どもを育てる

教育を推進します。 

②ふるさとに誇りを持ち、命を大切にし、高い志と思いやりを持つ子どもを育てる教育を推

進します。 

③子どもの心と体の健康づくりと、体力の向上を図ります。 

 

 

２ 基本方針 ２ 

Ⅰ 恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを創るために 

Ⅱ 子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを創るために 
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３．人とつながり、支え合い、互いに高め合う子どもを育てる環境を目指します 
 ①学校・家庭・地域の教育力の向上を図り、地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進し

ます。 

 ②配慮が必要な子どもへの支援と、教育相談体制の充実を図ります。 

③安全で安心して学べる教育環境の充実を図ります。 

 

 

 

１．誰もが健康で安心して暮らせる環境をつくります 
①すべての市民が元気に活動できるように、健康増進の施策を推進します。 

②障がい者の社会参加の促進と自立した生活を支援します。 

③市民の健康保持と体力向上を図るため、市民が自主的に行うスポーツやレクリエーション

を楽しめる環境づくりを推進します。 

２．高齢者が生きがいを持ち、互いに支え合うまちを目指します 
①高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援します。 

②健康づくりと介護予防を推進し、健康寿命の延伸を目指します。 

③地域包括ケアシステムの深化及び推進を図り、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを

目指します。 

３．市民が安心して暮らせるための地域医療を守ります 
 ①市立病院の機能維持に努めます。 

 ②地域医療を支える人材の確保と育成に努めます。 

 ③地域の医療機関との連携を密にし、地域医療を守ります。 

 

 

 

１．持続可能な農林業の育成と栗原ブランドの確立に取り組みます 
①将来にわたり持続可能な農林業を目指し、多様な経営感覚を備えた農業者等の育成を図り

ます。 

②効率的で安定的な農林業の実現に向け、生産基盤等の強化を図ります。 

③意欲のある生産者に対し、生産から加工、流通・販売まで対応できる体制づくりを支援す

るとともに、広く認められる栗原ブランドの確立を目指します。 

２．産業育成と企業誘致による産業拠点を形成します 
①優れた高速交通体系など地の利を生かした企業誘致を進めるとともに、既存企業との取引

拡大や企業間の連携を促進し、産業拠点の形成を目指します。 

②市内での創業・起業を支援するとともに、既存企業の経営安定化と雇用機会の創出に取り

組みます。 

Ⅳ 地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを創るために 

 

Ⅲ 健康や生活に不安がなく、優しさと思いやりに満ちたまちを創るために 
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③空き店舗の活用促進など、新たな事業展開や新規参入を目指す商業者等による、賑わいの

ある商店街づくりを支援します。 

３．地域資源を生かした広域観光戦略を構築し、栗原市を発信します 
①観光推進体制づくりに取り組むとともに、効果的なマーケティングの実施により、観光戦

略を推進します。 

②多様な地域資源を生かした「田園観光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓ジオパーク（＊

注）などを活用し、交流人口の拡大を目指します。 

③市民の「おもてなし意識」を高めながら、自然環境の豊かさや歴史・文化を共有できる国

内・国際交流の推進と、インバウンド（＊注）の誘客促進に取り組みます。 

＊注「栗駒山麓ジオパーク」…平成 20 年(2008 年)岩手・宮城内陸地震で被災した栗駒山麓崩壊群

の地形・景観などを防災教育、学術研究、観光に活用し持続可能な地

域づくりを進めるため、市全域をエリアとしたジオパークとして、平

成 27 年（2015 年）9月に日本ジオパークに認定された。   

 令和 3 年（2021 年）6 月現在、国内 43 の地域が日本ジオパークに

認定されており、そのうち、9 地域がユネスコ（国際連合教育科学文

化機関）の定める理念に基づいて、世界ジオパークにも認定されてい

る。   

＊注「インバウンド」…海外から日本を訪れる観光客。 

 

 

 

１．小さなコミュニティを大切にした地域づくりを推進します 
①「自助・共助・公助」に加え、これまで培ってきた「近助」の精神を財産に、コミュニテ

ィの活性化につながる活動を支援します。 

②地域の課題解決に市民が主体的に取り組むことを推進します。 

③地域の個性ある魅力的な取り組みを支援し、地域間の連携を促進します。 

２．市民が自ら行うまちづくり活動を支援します 
①自治会などによる自主的な市民活動を支援し、市民が生きがいを感じ、楽しみながらまち

づくりに参加できる社会を目指します。 

②公益活動を行う団体などの育成に努め、協働のまちづくりを進めます。 

 ③男女が互いに尊重し、対等な立場でまちづくりに取り組むことを推進します。 

３．市民満足度を重視した効率的な行政サービスを行います 
①多様な市民ニーズを把握して、満足度が高まる行政サービスを提供します。 

②市民との情報共有を高め、市民の声を市政に反映させる仕組みを充実させます。 

 ③徹底したコスト削減を行い、効率的で安定した行財政運営に取り組みます。 

 

 

 

Ⅴ 市民がまちづくりを楽しめるまちを創るために 
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１．土地利用構想の基本政策 
限られた資源である土地は、人が文化的生活を営むための基礎であり、地域の発展や

生活と深い関わりをもつものです。 

したがって、土地利用は、自然的、社会的、経済的、文化的条件や歴史などに配慮し、

公共の福祉を優先しながら、長期的な展望のもとに、総合的かつ計画的に進めていく必

要があります。 

将来像の実現に向けて、多くの人が集い、やすらぎ、活発な産業活動が展開され、地

域の活力が持続的に高まっていく土地利用を目指します。 

 

２．土地利用構想の施策 
 〔１〕豊かな自然環境の保全と生活空間としての活用 

国定公園に指定されている栗駒山、ラムサール条約（＊注）湿地の伊豆沼・内沼と

蕪栗沼・周辺水田に代表される美しい自然は、公益的な機能を持つ貴重な財産です。

また、栗駒山の山頂から伊豆沼・内沼などを含む平野部までの広いエリアが「栗駒山

麓ジオパーク」として、日本ジオパークに認定されています。市民生活をより豊かに

するために、保全と活用のバランスが取れた計画的な土地利用を推進します。 

＊注「ラムサール条約」…特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約で、昭和 46

年（1971 年）2 月 2 日、イランのラムサールで作成された。 

〔２〕農業振興と田園風景の保全 
農地は、食料供給の大切な空間であるとともに、洪水防止などの多面的機能を有し、

緑豊かな田園風景を形成する重要な要素の一つです。この景観保全に十分に配慮しな

がら、基幹産業である農業の、より一層の生産基盤強化を図るために、優良な農地を

確保・整備していきます。 

〔３〕商工業の振興に向けた基盤整備 

消費者ニーズの多様化や高齢化社会に対応した地域経済の基盤を整備するため、親

しみやすく魅力的な商業地形成への支援や、既存産業の良好な事業環境を整備すると

ともに、市内の有利な高速交通網と築館インター工業団地及び若柳金成インター工業

団地の２つの工業団地を最大限に活用した産業集積拠点の形成を目指し、新しい産業

の立地・育成のために必要な措置を講じます。 

〔４〕田園都市としての質的向上に向けた新たな中核機能地域の形成 

国道４号築館バイパスや、みやぎ県北高速幹線道路など、高速交通網の結節点とな

る、東北新幹線くりこま高原駅周辺から築館宮野地区までの地域を、新たに中核機能

地域として位置付け、将来的な市民ニーズへの対応や、交流人口の増加を図るために

必要な施策を講じます。  

あわせて、市内各地区における市民生活の質的向上を図るため、生活基盤の整備や

利便性が高い交通ネットワークの構築等を推進し、広い市域の効果的な土地利用を推

進します。 

 

土地利用構想 ３ 
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〔５〕災害に強いまちづくりの推進 

防災基盤の強化を図り、市民が安全に安心して暮らすことができるよう、地震や風

水害等の自然災害に備えた土地利用、さらには被害を最小限に抑える防災・減災を目

指した土地利用を推進します。 
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基本計画 
〔施策体系〕 

 

 

 
恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを創るために 

 

 

子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを創るために 
 

 

健康や生活に不安がなく、優しさと思いやりに満ちたまちを創るために 
 

 

地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを創るために 
 

 

市民がまちづくりを楽しめるまちを創るために 

 

 

①放射能対策プロジェクト 

②地方創生の取り組み 

３ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅴ 

重点 
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［基本計画の概要］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が創る 

くらしたい栗原 

将来像Ⅰ 
恵まれた自然に包

まれた、質の高い

暮らしのまち 

将来像Ⅱ 
子どもたちの豊か

な感性と生きる力

を育むまち 

将来像Ⅲ 
健康や生活に不安

がなく、優しさと

思いやりに満ちた

まち 

将来像Ⅳ 
地域の特性を生か

した、産業や交流

が盛んなまち 

将来像Ⅴ 
市民がまちづくり

を楽しめるまち 

重点 
 

１ 放射能対策プロジェクト 

２ 地方創生の取り組み 
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Ⅰ

恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを

創るために

方針１ 美しい景観を守り、豊かな自然と共生した
多様な暮らしを満喫できる生活環境を形成します

①自然と共生した生活環境の創造と資源循環型地域社会を目指します。

②地域の生活基盤の向上と、都市機能が集積された市の中核機能地域
を形成し、魅力ある田園都市を目指します。

③豊かに暮らせる田園都市としての魅力を高め、人口流出抑制と
都市等からの移住・定住を促進します。

施

策

22



＊注「５Ｒ」・・・リデュース【発生抑制】、リユース【再使用】、リサイクル【再生利用】、リフューズ【不要不買】、リペア【修理】

栗駒山麓ジオパークならではの自然・歴史・文化的景観の保全と、市街地の活気が感じられ
る景観形成に向け、市民の景観意識を育み、市民協働による取り組みを推進します。

市民の憩いの場である公園の計画的な整備

公園の適切な維持管理を行いながら、長期的な公園整備計画を作成し、市民が安全で心から
やすらぎを感じられる公園を整備します。

再生可能エネルギーの活用推進

脱炭素社会を実現するため、省エネルギー機器導入を促進し、環境負荷の少ない環境と調和
した再生可能エネルギーの活用を推進します。

ごみの減量化、資源化率の向上

一人あたりのごみ排出量 788ｇ/日 748ｇ/日

55.0%

①自然と共生した生活環境の創造と資源循環型地域社会を目指します。

　快適で魅力ある生活環境の創造に向け、豊かな自然環境を後世に引き継ぎ、美
しい景観を保全・維持しながら、地球にやさしい自然エネルギーの活用や、環境
への負荷を低減する資源循環型社会の構築を目指します。

栗駒山麓ジオパークが有する栗駒山や伊豆沼などの豊かな自然、地域特有の
歴史文化などのすばらしい景観を保全・維持し、魅力ある生活環境として実
感できる施策を推進する必要があります。

市内には公園が数多くあり、施設の老朽化が進んでいます。お年寄りから子
どもまで、心からやすらぎを実感できる空間として公園を適切に維持管理す
るとともに、計画的に整備を進めていく必要があります。

脱炭素社会実現に向け、環境と調和した再生可能エネルギーの導入推進とと
もに、環境にやさしい省エネルギー機器の普及を推進し、温室効果ガス排出
量の削減を図っていく必要があります。

市民・事業者・行政の協働による５Ｒの推進、環境教育を通じた市民の環境意識の啓発を図
るとともに、ごみの分別収集の周知徹底、新たな分別品目の検討等により、さらなるごみの
減量化、資源化率の向上を図ります。

市内のごみ排出量削減が進まないことから、さらなる意識の啓発と5R（＊注）を
推進し、資源循環型社会を構築する必要があります。

栗原らしい景観を未来につなぐ取り組みの推進

目標値
（令和８年度）

市民アンケートによる生活環境の満足度 45.3%

成果指標 現状値
（計画策定時）

施策 Ⅰ-１- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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市内の主要幹線道路網を整備するとともに、特に交通量が多く、歩道が未整備な箇所などを
対象として歩行者等の安全向上につながる道路整備を重点的に実施し、安全・安心な交通環
境の維持を図ります。

誰もが安心して暮らせる住環境づくりの推進

住環境の質的向上を図るため、市営住宅や上下水道などの整備を行うとともに、予防修繕に
よる長寿命化やダウンサイジングなどによる維持管理費の削減を可能な限り行い、安心して
暮らせる住環境の推進を図ります。

各路線が有機的に連携した公共交通ネットワークの再構築

広域路線、市内連携路線、地域内路線が有機的に連携した、より利便性の高い公共交通ネッ
トワークを構築します。

下水道水洗化率 82.6% 85.0%

市道整備計画路線改良率 42.3% 51.0%

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和８年度）

高速交通網の結節点となる、くりこま高原駅周辺から築館宮野地区までの地域を新たに中核
機能地域と位置付け、新たな交流や賑わいの拠点として整備します。

社会情勢の変化に柔軟に対応した道路網の形成

②地域の生活基盤の向上と、都市機能が集積された市の中核機能地域を形成
　し、魅力ある田園都市を目指します。

　地域における市民生活の質的向上を図るため、生活基盤である社会資本整備
や、利便性の高い公共交通ネットワークを構築します。
　さらに、都市機能や生活機能が集積された中核機能地域の形成を進め、新たな
交流や賑わい、産業発展を創出するための拠点整備を目指します。

人口減少と高齢化の急速な進展や、高速交通体系が大きく変化する中で、新
たな人やモノの流れをつくるためには、市の「へそ」となる、都市機能が集
積された中核機能地域を整備する必要があります。

道路整備については、必要性、緊急性などを総合的に判断しながら社会情勢
の変化に対応した道路網の形成を行う必要があります。

自家用車に頼ることができない市民の移動手段確保は、生活を守る上で不可
欠の課題であるため、公共交通の再構築が求められています。

豊かな自然と共生する中核機能地域の形成

市営住宅や上下水道などは、必要性、緊急性などを総合的に判断し、長期的
なコストを踏まえながら、効率的、持続的な管理・運営を行い、安心して暮
らせる住環境づくりを推進していく必要があります。

施策 Ⅰ-１- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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＊注）１月１日から１２月３１日までの移動者数をもとに算出したもの。

恵まれた自然に包まれた豊かに暮らせる住環境整備

支援制度を活用して定住したＩＪターン世帯
数

93世帯/4年 150世帯/5年

空き家物件を紹介し所有者と利用者のマッチングを促進する空き家バンク制度を展開するな
ど、市民、地域、事業者の協力を得ながら移住・定住を促進します。

情報発信と受入体制の整備

現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

③豊かに暮らせる田園都市としての魅力を高め、人口流出抑制と都市等からの
　移住・定住を促進します。

　暮らすまちとしての魅力を高め、栗原の魅力を効果的に情報発信し、転出抑制
を図るとともに、首都圏をはじめとした市外からの移住者増加に向けた取り組み
を推進します。特に、子育て世代が魅力的に感じ、住みたくなるための取り組み
を集中的に展開します。

市の人口は毎年大きく減少し、転入者よりも転出者が多い社会減の状態が続
いています。人口減少問題に取り組むうえで、社会減を食い止める対策が必
要です。

就職就学に伴い多くの若年層が仙台圏へ転出することに加え、勤務先が通勤
圏内であっても市外に転出してしまうケースが多いことから、若年層が地元
に定着できる環境づくりが必要です。

将来的に子どもたちの市内定住に繋がる好循環を生み出すため、地域や家庭
などで多世代による子育てができる生活基盤を整備する必要があります。

転出者数と転入者数の差（＊注） 364人/年

新しい暮らしの価値観や働き方の多様性を踏まえ、首都圏における潜在的な
地方移住希望者に向けて、栗原市の住環境等の魅力を効果的に発信していく
必要があります。

移住・定住に向け、効果的な情報発信や移住相談がワンストップでできる体制整備など、事
業者や市民と協力して移住促進のための仕組みを構築するほか、地域総ぐるみでの受入体制
づくりを進めます。

暮らしの拠点となる住居確保のため、民間事業者の活用などを検討し、遊休市有地を活用し
た宅地分譲や、定住応援住宅を維持継続するなど、子育て世代の定住を促進します。

世代間で協力して暮らせる環境づくりの推進

200人以下/年

成果指標

遠距離通勤や三世代同居・近居がしやすく、子どもの見守りなど、世代間が協力して暮らせ
る環境整備を推進します。

空き家等遊休資産の活用

施策 Ⅰ-１- ③

現状と課題現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅰ

恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを

創るために

方針２ 豊かな心と文化を育み、生涯を通じて学べる
まちづくりを目指します

①市民による多様な文化芸術活動を支援します。

②市民が自主的に生涯学習を楽しめる環境づくりを推進します。

③栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を守り、次代に継承します。

施

策
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音楽、演劇等芸術鑑賞会の観覧者数 7,736人/年 10,000人/年

美術展、写真展の観覧者数 4,039人/年 6,000人/年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

市民ニーズに合わせ、年代や興味関心に応じた幅広いジャンルの文化芸術鑑賞・発表機会の
提供を図ります。

文化芸術活動の支援 

市民の自主的な文化芸術活動の奨励と支援の強化を図ります。

文化施設の活用と環境整備

文化芸術活動の拠点である栗原文化会館など、市民が有効活用できる環境整備に努めます。

①市民による多様な文化芸術活動を支援します。

　誰もが、どこでも、文化芸術に親しみ、感動の機会にふれることができる環境
の整備に努めるとともに、豊かな人間性や創造性を育み、生涯を通じて豊かな生
活が送れるように、市民が進んで参加し創造する文化活動の充実に努めます。

魅力ある優れた文化芸術の鑑賞機会等の充実を図る必要があります。

人生を楽しみ、生きがいに満ちた豊かで潤いのある暮らしの実現のため、文
化芸術活動への支援が求められています。

市民の文化芸術活動の振興を目指し、拠点となっている既存施設の、さらな
る有効活用を図る必要があります。

文化芸術鑑賞機会の充実

施策 Ⅰ-２- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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市民１人当たりの社会教育施設利用回数 5.1回／年 7回／年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

生涯学習講座への参加者数 2,929人/年 3,600人/年

市民の学習ニーズに対応した事業を実施するとともに、各教育センターでの学習相談体制の
充実を図り、学習情報の提供や計画の立案、学習プログラムの作成等について指導支援を行
います。

学習成果の活用促進

次代の担い手となる青少年の育成と関係団体との連携を図り、身に付けた知識・技術の活用
を支援します。

社会教育施設の整備

市民の生涯学習活動を促進し、地域に根ざしたコミュニティ活動を推進するため、老朽化し
た社会教育施設を計画的に改修し、地域に開かれた学習環境の整備を図ります。

②市民が自主的に生涯学習を楽しめる環境づくりを推進します。

　学習機会の充実に努め、市民一人ひとりが生涯にわたり学び続けることを通し
て、人間性を育み、新しい知識や能力を習得していけるよう支援します。

市民一人ひとりが、生きがいを感じて人生を楽しむために、いつでもどこで
も学べる機会の提供と充実が求められています。

高度化、専門化した市民の学習ニーズに対応した学習内容を工夫し、提供す
ることが求められています。

老朽化した社会教育施設を改修し、学習環境の整備を図る必要があります。

生涯学習活動を充実するための支援

施策 Ⅰ-２- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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無形民俗文化財保存団体への次世代の新規加
入会員数

3人/年 4人/年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

文化財施設入館者数 2,700人/年 3,200人/年

学校などと連携して、子どもたちが自分の住んでいる地域の文化財への理解を深めるため、
展示内容の充実を図るとともに、市民が歴史に触れ、学習する機会の充実を図ります。

伝統文化活動の継承支援

伝統文化の保存・継承を図るため、人材育成と後継者の育成を支援するとともに、活動の記
録を残します。

文化財の保護・保存と活用

文化財の調査研究を実施し、文化財の保護・保存の支援と、保存活用に必要な事業を展開し
ます。

③栗原の歴史遺産や地域の伝統文化を守り、次代に継承します。

　身近にある歴史や文化、地域の個性ある風土を理解する機会の提供や、これま
で守り継がれてきた地域の民俗芸能や伝統技術を保存・継承するための支援を行
います。また、栗原の歴史遺産である文化財を大切に保護・保存し、その活用を
推進します。

地域に古くから伝わる伝統文化などが失われていくなかで、貴重な郷土の遺
産を、市民の共有財産として、保存・継承していく必要があります。

民俗芸能や伝統技術を継承する後継者が不足し団体が解散していることか
ら、担い手の育成を支援する必要があります。

文化財は、先人の残した貴重な遺産であることから、適切な保護・保存を行
い活用していくことが求められています。

文化財の啓発

施策 Ⅰ-２- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅰ

恵まれた自然に包まれた、質の高い暮らしのまちを

創るために

方針３ 安全・安心なまちづくりを推進します

①「自助・共助・公助」に「近助」を加え、防災・減災の取り組みを
推進し、多発する大規模自然災害に強い地域づくりを目指します。

②防犯及び交通事故防止の視点に立った安全な地域づくりと、
市民生活を脅かす多様化する問題に取り組みます。

③市民の生命と財産を守るため、消防・救急体制の充実を図ります。

施

策
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火山対策の推進

火山災害警戒地域内にあり、火山現象の発生時において利用者の円滑かつ迅速な避難を確保
する必要がある施設を指定し、当該施設の管理者による避難確保計画の作成を支援します。

「近助・共助」による地域防災力の向上

近隣住民同士で助け合う「近助」の意識啓発と、防災指導員の育成や自主防災組織の活動を
支援することにより、非常時に市民が協力して行動できる体制を強化し、地域防災力の向上
を図ります。

災害に強いまちづくりの促進

防災基盤や社会資本の整備、食料や資材の備蓄を進め、被害の軽減や市民の安全・安心確保
に必要な地域防災機能の向上を図り、災害に強いまちづくりを促進します。

災害被害軽減化の推進

自然災害による被害を軽減するため、道路、橋梁、斜面などの防災点検や民間木造住宅の耐
震診断と耐震改修工事、危険ブロック塀の除去などの震災対策に対して支援します。

防災情報伝達体制の整備

自然災害等による被害から市民を守るため、防災行政無線など、より多くの手段を活用し、
全ての家庭への迅速かつ的確な情報伝達体制の確立を図ります。

防災指導員が複数いる自主防災組織率 66% 100%

34橋

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

橋梁長寿命化修繕計画に基づく耐震改修等補
修補強橋梁数

17橋

①「自助・共助・公助」に「近助」を加え、防災・減災の取り組みを推進し、
多発する大規模自然災害に強い地域づくりを目指します。

　多発する大規模自然災害から、市民の生命や身体、財産を守るため、防災基盤
の充実を図るとともに、地域防災活動に「近助」の考えを加え、「近助」によ
る、近隣住民同士の見守り、助け合いなどによる地域防災力の向上を図り、市
民、近所、地域、行政が連携した総合的な防災体制の強化を推進します。

想定を超える規模の災害や事象が発生している中で、災害に強いまちづくり
を推進することが求められています。

自然災害発生時の被害を軽減することや最小に抑える、道路、橋梁、河川な
どの社会資本の整備が求められています。

さらなる地域防災力の向上を図るため、新たに「近助」の考えを加えた自主
防災組織の活動に対する支援などが必要です。

「火山災害警戒地域」の指定に伴い、火山対策の検討や警戒地域内における
避難促進施設の指定及び施設管理者による避難確保計画を策定する必要があ
ります。

災害が発生しまたは災害が発生するおそれがある場合、情報を迅速で確実に
伝える体制を整備する必要があります。

施策 Ⅰ-３- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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カーブミラーなどの交通安全施設の整備や交通安全指導員の確保、高齢化社会を踏まえた対
策を推進し、交通事故の防止と安全で円滑な交通環境の確保を図ります。

安全で安心できるまちづくりの推進

犯罪や事故から市民の生命を守り、犯罪のない安全で安心できるまちづくりを推進するた
め、防犯灯などの防犯施設の整備を推進します。

地域の防犯・交通安全活動への支援

警察など関係機関との連携による迅速な情報共有体制の構築を図り、地域コミュニティと連
携した活動を推進するため、防犯組織や交通安全関係団体の活動を支援します。

市内の犯罪発生件数

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

市内の交通事故（人身事故）発生件数 109件／年 80件／年

196件／年 175件／年

消費者被害対策の推進

巧妙化する詐欺など、日常生活における消費者被害の相談や被害にあわないための啓発を含
めた取り組みを行います。

空家の適正管理の推進

防犯、防災の観点から、適正に管理されていない空家に対しては、定期的なパトロールを行
い、空家の所有者に対し、建物の破損状況や周囲への影響などを伝え、適切に管理するよう
指導を行い、特定空家の発生を抑制します。

②防犯及び交通事故防止の視点に立った安全な地域づくりと、市民生活を
　脅かす多様化する問題に取り組みます。

　市民生活にとって安全で安心な地域づくりを目指し、交通安全施設、防犯施設
の整備、警察や関係機関、さらには地域と連携した交通安全の徹底や広報活動、
防犯組織への支援などを推進します。

地域ぐるみの交通安全運動により交通事故の減少に努めていますが、さらに
交通事故を減らすため、交通安全施設の整備や交通安全指導員の確保が求め
られています。

安全で安心な地域づくりのため、市民を守る防犯施設の整備を進める必要が
あります。

風雨による屋根や壁等のはく落・飛散事故や不法侵入、放火などの犯罪の温
床になるなど、適正に管理されていない空家に対する取り組みが必要となっ
ています。

交通安全対策の推進

多様化する犯罪などから市民を守るため、警察など関係機関との連携を強化
し、地域コミュニティ活動と連携した体制の整備を図り、防犯組織などの活
動を支援する必要があります。

施策 Ⅰ-３- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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市民の応急救護能力の向上

ＡＥＤ講習を含めた応急手当の普及をさらに推進します。

高度な救急体制の確立

救急救命士の計画的な養成及び教育訓練を実施し、救急隊員の育成を推進するとともに、高
規格救急車及び高度救命資機材の更新を図ります。

市民の防火意識の向上

地域の防火防災の活動を通して市民の防火意識の向上を図ります。また、住宅火災による被
害を防止するため、設置率の低い寝室への住宅用火災警報器の設置を推進するとともに、維
持管理について啓発します。

消防力の強化

消防車両などの計画的な整備更新と消防団の団員確保や装備の充実により、消防体制の強化
に努めるとともに、消防職員や消防団員の知識技術の向上を図ります。

消防通信体制の充実

指令機能の充実により、緊急通報から出動までをさらに速やかにする体制を整え、消防車、
救急車の現場到着時間の短縮を図ります。

救命講習受講者数 3,371人/年 5,000人/年

成果指標

40事業所

現状値
（計画策定時）

35事業所

目標値
（令和8年度）

消防団協力事業所認定数

③市民の生命と財産を守るため、消防・救急体制の充実を図ります。

　年々多様化、複雑化する火災などの災害に対応するため、市民の防火意識の普
及高揚に努め、消防施設を整備するなど消防力の強化を図ります。
　また、救急体制の高度化に継続的に取り組み、市民への応急手当の普及や救急
車の適正利用の啓発に努めます。

住宅火災からかけがえのない家族の命や大切な財産を守るため、市民に対し
予防活動を主とした啓発を行う必要があります。

消防体制を維持・強化するため、消防施設、車両などの整備と人材育成を行
う必要があります。

消防団施設や車両を適正に配置するとともに、喫緊の課題となっている消防
団員の確保に取り組む必要があります。

救急車到着前の速やかな応急手当の実施は、救命効果や治療経過に有効であ
ることから、様々な機会を通して救命講習受講者を増やす必要があります。

施策 Ⅰ-３- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅱ

子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを

創るために

方針１ 結婚・出産・子育てが安心してできる環境を
目指します

①結婚・妊娠・出産を希望する人への支援の充実を図ります。

②子どもが心身共に健やかに成長するように、保健・医療・福祉の
充実を図ります。

③地域ぐるみで子育てに取り組む体制を整え、ゆとりある
子育て環境の充実を図ります。

施

策
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＊注２「婚姻率」…人口千人に対する婚姻件数（現状値（H29）：177件）の割合

合計特殊出生率　　　　（＊注３） 1.48
（H25～H29)

1.70

＊注１「周産期医療」…出産を中心とした妊娠後期から新生児早期までの時期における母子の健康を守る母子
医療のこと。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

婚姻率　　　　　　　　（＊注２） 2.56 2.94

妊婦の健康管理

妊婦の相談や健康診査などを実施し、健やかな出産への支援を継続します。

周産期医療（＊注１）体制の充実

医師の招へいに努めながら関係医療機関との連携強化を図ります。

少子化対策の取り組み

出生時や第3子以降の小学校入学時に祝い金を支給するなど、少子化対策の充実を図ります。

＊注３「合計特殊出生率」…１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にそ
の年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

①結婚・妊娠・出産を希望する人への支援の充実を図ります。

　将来を担う子どもを安心して産み育てられるよう、様々な不安を解消し、結
婚・妊娠・出産の希望を実現できるまちを目指します。

未婚化や晩婚化が進展しているため、結婚対策を促進する必要があります。

医療保険が適用されない不妊治療や不育症治療は、高額な検査費や治療費が
かかるため、経済的負担の軽減を図る必要があります。

妊娠期の不安の軽減と健康管理のため、妊婦が安心して出産できるよう、継
続した支援が必要です。

結婚に対するサポート体制の充実

出会いの場の創出や婚活をサポートする人への支援など、結婚に向けたサポート体制の充実
を図ります。

特定不妊治療及び不育症検査への助成制度の実施

宮城県の特定不妊治療助成制度及び不育症検査費用助成制度と連携し、夫婦の経済的負担の
軽減を図ります。

施策 Ⅱ-１- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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３～４か月児健診未受診者の割合 2.7% 2.0%

子育て情報アプリのユーザー数 808人 1,200人

子どもの医療費助成や保育所・幼稚園の2人目以降無料化のほか、小中学校の給食費無料化な
どにより、子育て世代の経済的負担の軽減とサポート体制の強化に努めます。

思春期教育の取り組み

思春期における性に関する正しい知識と、いのちを大切にする教育を推進します。

＊注「DV」・・・ドメスティック・バイオレンス。夫婦や恋人など親密な関係にある人からの暴力で、身体的暴力・精
神的暴力・性的暴力・経済的暴力など、さまざまな形がある。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

健やかな発育を促すため、産婦・新生児の訪問指導や乳幼児健康診査、育児相談などの実施
により、産後サポートの充実を図ります。

子どもの疾病予防

予防接種を受けやすい環境づくりと、適正接種の勧奨に努めます。

児童虐待防止対策の充実

子ども家庭総合支援拠点を核として、子育て世代包括支援センターや関係機関と連携を図り
ながら、児童虐待やＤＶ（＊注）の未然防止、早期発見、早期対応に取り組みます。

子育て応援事業の充実

②子どもが心身共に健やかに成長するように、保健・医療・福祉の充実を
　図ります。

　保健・医療・福祉の連携により育児不安の軽減を図り、切れ目のないサービス
の充実と体制整備に努めます。

産後は育児のストレスが高まるため、産婦の心身のケアが重要です。また、
新生児・乳幼児の疾病予防や早期治療に向け、継続的な取り組みが必要で
す。

核家族化の進展、地域とのつながりの変化及び共働き家庭の増加などを背景
とした子育てに対する不安の解消、児童虐待の未然防止のため、相談事業や
関係機関との連携の強化が必要です。

子どもの健やかな成長のため、いのちを大切にする心を育てる教育が必要で
す。

産婦・新生児・乳幼児の健康管理

施策 Ⅱ-１- ②

現状と課題現状と課題

具体的な取り組み
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民間の地域型保育事業所数 ４事業所 5事業所

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

4月1日現在の保育所入所待機児童数 ５人 0人

子育て世代の交流や相談機能を集約した子育て支援センターの充実を図るとともに、保育士
等の人材確保・育成や保育施設の改修などに努めます。

地域子育て支援体制の充実

就労形態の多様化や核家族化の進行に伴い、放課後児童クラブや預かり保育などの子育て支
援体制の充実を図るとともに、地域での見守りやサポート体制を構築します。

子ども・子育て事業への民間事業者等の参入促進

多様化する保育ニーズに対応するため、民間による小規模保育事業の積極的な参入を図るな
ど、地域型保育事業の推進により待機児童の解消に努めます。

③地域ぐるみで子育てに取り組む体制を整え、ゆとりある子育て環境の充実を
　図ります。

　支援サービスを提供する施設整備と、地域子育てネットワークの構築を図り、
必要な時に必要な情報とサービスを受けられ、ゆとりある子育てができる環境を
つくります。

保育所入所待機児童の解消のため、保育施設の整備や人材の確保・育成が必
要です。

子どもの居場所づくりのため、放課後児童クラブや預かり保育などのほか、
地域で見守る体制の構築が必要です。

低年齢児の保育ニーズの高まりにより、民間事業者の参入など、様々な主体
によるサービスの提供が必要です。

保育施設機能の充実

施策 Ⅱ-１- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅱ

方針２ 次代を担うたくましい子どもを育成します

①夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら考え行動でき、国際視野を
持った子どもを育てる教育を推進します。

②ふるさとに誇りを持ち、命を大切にし、高い志と思いやりを持つ
子どもを育てる教育を推進します。

③子どもの心と体の健康づくりと、体力の向上を図ります。

施

策

子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを

創るために

38



▲ 5

国語 ▲ 5

中学校３年生
国語 ▲ 2

小学校６年生

42％ 50％

数学 ▲ 8 ±0

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

±0

「生徒の英語力向上事業英語能力測
定テスト（英検IBA）」４級相当以
上の割合

中学校
２年生

①夢や志の実現に向けて、自ら学び自ら考え行動でき、国際的視野を持った
　子どもを育てる教育を推進します。

　生きる力を培う、確かな学力を持ち、自ら学び、考え行動し、社会を生き抜く
力を持った人間を育てます。
　また、子どもたちが未来の担い手となるために必要な資質・能力を確実に備え
ることのできる学校教育の実現を目指します。

小・中学生ともに全国学力・学習状況調査の結果が、全国平均、県平均を下
回る傾向にあり、栗原市独自に取り組んできた「学力向上の取り組み」の評
価・検証を行い、対策に取り組む必要があります。

夢や志の実現に向けて、自ら考え判断し行動できる能力と国際的視野を持っ
た人材を育む教育が求められています。

「学びの土台づくり」である幼児教育の充実と、小・中学校における「主体
的な学び」「対話的学び」「深い学び」により、生涯にわたって学び続ける
教育が求められています。

ＩＣＴ環境の充実により個別最適化された学びや協働的な学びを通じて、児童生徒一人一人
の実態に応じた教育を推進します。

国際理解教育の推進

小学校の早期の段階から英語活動と英語教育に取り組み、留学生との交流などを通じ、国際
感覚を育み多文化理解に努めます。

確かな学力の育成

学力向上施策の推進により、基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用する力を伸ばす学校
教育を推進します。また、教育研究センター事業の充実により、教員の指導力の向上を図り
ます。

ＩＣＴ教育の推進

全国学力・学習状況
調査の全国平均正答
率との差（ポイン
ト）

±0

算数

幼児教育の充実

幼児期における「学ぶ土台づくり」の推進、幼児教育の充実のための環境づくりを進めま
す。

±0

施策 Ⅱ-２- ①

現状と課題

具体的な取り組み

R3調査結果に基づき差替予定

39



栗駒山麓ジオパーク学習に取り組んだ小学校の割
合

83.3%／年
（10校／12校）

100%／年

「将来の夢や目標を持っている」
児童生徒の割合

小学校6年生 84.1% 100%

中学校3年生 72.6% 100%

ふるさと学習・体験学習の推進

ふるさとに誇りを持ち、郷土を愛する心を育てるため、郷土の地域資源を活用した教育や、
地域とふれあう体験学習を推進します。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

豊かな人間性と社会性の育成

生きる力を育む「志教育」を推進し、思いやりがあり感性豊かな子どもを育成するため、少
人数学級の充実を図ります。

防災教育の推進

発達段階に応じた系統的な防災教育の推進と、地域と連携した防災・安全体制の整備を図り
ます。

栗駒山麓ジオパークを活用した教育の推進

栗原市の地域資源である栗駒山麓ジオパークを活用した学習を進め、自然の仕組みや自然と
の共存、災害に対する正しい知識の習得を図ります。

②ふるさとに誇りを持ち、命を大切にし、高い志と思いやりを持つ子どもを
　育てる教育を推進します。

　命を大切にし、高い志と思いやりの心を持ち、感性豊かで心身ともに健やかな
人間を育てます。
　また、ふるさと栗原に誇りを持ち、郷土の発展を担う人間を育てます。

命を大切にするとともに、高い志と思いやりの心を持つ、心身ともに健やか
な人間を育む教育が求められています。

自然の仕組みや災害に対する正しい知識の習得と、災害発生時に適切に判断
し、自ら行動できる防災教育が求められています。

将来の栗原市を担う人材を確保するため、ふるさとに誇りを持ち、郷土を愛
する心と社会に貢献する人材を育むための教育が求められています。

施策 Ⅱ-２- ②

現状と課題

具体的な取り組み

R3調査結果に基づき差替予定
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中学校2年生（女） ▲0.38 ±0

97.2% 99.0%

94.3% 96.0%朝食摂取

児童生徒の体力・運動能力
調査における合計点の全国
平均との差

小学校5年生（男） ▲1.83 ±0

小学校5年生（女） 0.63 ±0

中学校2年生（男） ▲0.84 ±0

園児、児童、生徒の健康の保持増進のため、家庭、地域医療機関をはじめとする関係機関と
連携して学校保健の充実を図ります。

地域や競技団体と連携した子どもの体力向上支援

地域や、競技団体が行う小学生陸上交流大会などの中で、さまざまなスポーツや運動遊びの
体験をすることで、子どもの体力向上を目指します。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

健康な体づくりのために、幼児期から基本的生活習慣の定着を図るとともに、子どもの成長
段階に応じて、楽しく遊び、運動できるための取り組みや、運動習慣の定着を図ります。

学校教育における体力・運動能力の向上

学校教育全体を通じて、発達段階に応じた指導を適切に行い、児童生徒の真の健康の増進を
図ります。また、基礎的な身体能力や知識を身につけ、生涯にわたって運動に親しむ習慣を
形成します。

食育の推進

望ましい食習慣を身につけられるよう、学校給食を生きた教材とする食育を推進します。

学校保健の充実

③子どもの心と体の健康づくりと、体力の向上を図ります。

　心身ともに健全な発達を育むとともに、望ましい基本的生活習慣の定着を目指
します。また、スポーツに慣れ親しみながら体力の向上を図ります。

小学生において、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が全国平均を
下回る傾向が見られており、外遊びや運動習慣の定着など、子どもの体力・
運動能力の向上に向けた取り組みが課題となっています。

食を通した心身の健全な育成のために、子どもの頃から、望ましい食習慣や
生活習慣を身につけ、実践するための食育の総合的な推進と、基本的生活習
慣の定着が求められています。

市内では様々な団体活動が行われており、今後も気軽にスポーツに慣れ親し
み、楽しさや喜びを感じながら、スポーツに対する意欲を喚起する必要があ
ります。

健やかな体の育成

定時起床

定時就寝

小６

朝食摂取

定時起床

定時就寝基本的生活習慣が確立して
いる児童生徒の割合

94.4% 96.0%

82.9% 85.0%

93.2% 95.0%

85.9% 88.0%

中3

施策 Ⅱ-２- ③

現状と課題

具体的な取り組み

R3調査結果に基づき差替予定
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Ⅱ

方針３ 人とつながり、支え合い、互いに高め合う
子どもを育てる環境を目指します

①学校・家庭・地域の教育力の向上を図り、地域全体で子どもを
育てる環境づくりを推進します。

②配慮が必要な子どもへの支援と、教育相談体制の充実を図ります。

③安全で安心して学べる教育環境の充実を図ります。

施

策

子どもたちの豊かな感性と生きる力を育むまちを

創るために
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10回/年

21回/年

幼稚園

小学校

中学校

ウェブサイトによる情報発信
の平均更新回数

18回/年

8回/年

25回/年

20回/年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

1,615人/年 2,000人/年
協働教育推進事業への参加者数
（地域の方々）

保育所、幼稚園、小学校、中学校の保護者を対象に、子どもの発達段階に応じた、家庭教育
学級を積極的に推進します。

地域人材の学校教育への活用

学校、地域、家庭の連携による「地域のこどもたちを地域で育てる」仕組みづくりを推進
し、地域人材の活用により、放課後等の学習、地域の歴史や文化の学習など、地域と学校の
連携・協働による学習支援を行います。

地域に開かれた学校づくりの推進

学校評価の充実や積極的な情報発信を行うとともに、学校運営協議会及び学校評議員会の意
見を生かしながら、地域に開かれた学校経営を推進します。

①学校・家庭・地域の教育力の向上を図り、地域全体で子どもを育てる環境
　づくりを推進します。

　家庭の教育力の向上を図り、家庭・地域・学校が連携・協働し、地域で子ども
を育てる環境づくりを進めます。

家庭における教育が重要であることから、発達段階に応じた家庭の教育力を
支えるための環境づくりが求められています。

家庭・地域・学校が連携して、子どもを育てる環境づくりを構築するため、
地域と学校が協働し、体験型の学習体制を継続して推進する必要がありま
す。

地域に開かれた学校づくり、地域とともにある学校づくり、地域の人材を活
用した学校づくりなど、地域に根ざした特色ある学校経営が求められていま
す。

家庭の教育力の向上

施策 Ⅱ-３- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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いじめを解決した割合　（＊注）
小学校 75.0% 100%

中学校 84.6% 100%

不登校の出現率
小学校 0.43% 0.39%

中学校 4.03% 3.63%

特別支援教育の充実

障がいのある子どもへの支援、一人ひとりに応じた個別の指導計画による指導をはじめ、障
がいのある子どもと健常な子どもが、ともに学べる環境づくりを進めます。また、教育、医
療、福祉、保健等との連携のもと、早期からの専門的な教育相談ができる環境づくりを進め
ます。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

＊注）文部科学省の方針に基づき、いじめを認知してから最低３ヶ月は継続観察や面談等を行い、各学校のいじ
め対策委員会等の組織で「解消」と判断したもの。

②配慮が必要な子どもへの支援と、教育相談体制の充実を図ります。

　多様な個性を持つ全ての子どもたちの、心豊かな学校生活と共生社会の実現に
向けて、一人ひとりの様々な教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を進めます。
　また、いじめや不登校について、関係機関との連携の一層の強化と相談体制の
充実を図り、未然防止、早期発見、早期対応に取り組みます。

いじめの認知件数や不登校の出現率は、引き続き高い傾向にあり、いじめ・
不登校の未然防止、早期発見、早期対応が喫緊の課題となっています。

障がいのある子どもへの支援をはじめとする、多様な個性に対応したきめ細
かな教育を推進し、自立と社会参加に向けて切れ目のない支援体制の構築を
進める必要があります。

障がいの有無によらず、多様な個性をもつ全ての子どもが、個々の能力を最
大限に伸ばす学校づくり、共生社会の実現に向けた地域づくりが求められて
います。

いじめ、不登校防止対策の推進

いじめ・不登校の未然防止、早期発見、早期対応の取り組みを進めるとともに、よりよい学
校生活と友達づくりのためのアンケートや教育研究センターを活用し、よりよい学級づくり
を実施します。また、学校教育支援室を活用し、個々に応じた支援計画を作成し、訪問型の
支援と通所型の支援を効果的に組み合わせて進めます。

教育相談体制の充実

保護者や児童・生徒、教職員等の学校生活や教育問題に係る相談に対し、教育研究センター
特任教授や学校教育支援室の専門的知識を有するスタッフを活用し対応します。

施策 Ⅱ-３- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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学校管理下における事故等発生率　（＊注） 10.1% 8.6%

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

長寿命化計画による施設改修数
（事業開始から目標年度までの累計）

6箇所 13箇所

児童生徒数の推移を検証し、学校の適正化と合わせ児童生徒が生き生きと成長できる望まし
い教育環境を構築するため、市立学校の将来構想について検討します。

安全・安心な教育環境の確保

学校敷地内における事件、事故で負傷する児童生徒が減少するよう、安全・安心な教育環境
を確保します。

＊注）日本スポーツ振興センター災害共済給付件数を在籍児童数で除したもの。

③安全で安心して学べる教育環境の充実を図ります。

　楽しく学べる適正規模の教育環境を整備するととともに、学校教育施設の安全
性を確保するため、施設整備を行います。

児童生徒にとって、安全で安心な教育環境を確保する必要があるため、学校
施設の適切な管理と施設の状況に応じた整備が求められています。

今後も児童生徒の減少が見込まれることから、学校の規模や配置の適正化を
検証する必要があります。

教育施設の整備

学校施設等長寿命化計画に基づき、安全で児童生徒が安心して楽しく学び遊べる教育施設の
整備を推進します。

望ましい教育環境の検討

施策 Ⅱ-３- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅲ

健康や生活に不安がなく、優しさと思いやりに満ちた
まちを創るために

方針１ 誰もが健康で安心して暮らせる環境をつくります

①すべての市民が元気に活動できるように、健康増進の施策を推進
します。

②障がい者の社会参加の促進と自立した生活を支援します。

③市民の健康保持と体力向上を図るため、市民が自主的に行う
スポーツやレクリエーションを楽しめる環境づくりを推進します。

施

策
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26.0% 31.0%

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

肺がん

21.0%

28.0%

生涯自分の歯で健やかに暮らすことができるよう、幼少期から歯と口腔の健康づくりに取り
組みます。

大腸がん 23.4%

健康づくり運動推進サポーターがいる行政区
の割合

53.0% 100%

乳がん 26.0%

がん検診受診率　（＊注）

31.7%

①すべての市民が元気に活動できるように、健康増進の施策を推進します。

　市民が生き生きと暮らすことができるように、疾病予防と心身の健康づくりを
推進するとともに、地域ぐるみの健康づくり活動を支援します。

検診の受診率は横ばい状態にあるため、疾病の早期発見、早期治療に向け継
続的な受診勧奨が必要です。

生活習慣病予防のためには、自分や家族の健康に関心を持ち、健康づくり活
動を継続的に実践することが必要です。

自殺防止のため、こころの健康づくりの推進と継続的な啓発活動が必要で
す。

37.0%

各種検診を受診しやすい環境づくりと、受診率の向上を目指します。

生活習慣病予防の推進

くりはら市民２１健康プランや食育推進計画に基づき、住民の健康づくりに関する意識を高
め、健康の保持・増進と生活習慣病の予防を目指します。

歯と口腔の健康づくりの推進

健康診査・がん検診の実施と受診勧奨

地域ぐるみの健康づくり活動の支援

＊注）検診受診率＝市が実施する検診を受診した人の数／４０歳以上の全住民の数

健康づくり活動のリーダーを養成・育成し、地域での健康づくり事業が自主的に継続実施で
きる体制を整えます。

自殺防止対策の取り組み

大切ないのちを守るため、債務相談や貸付事業とあわせ、メンタルヘルス研修会の実施な
ど、こころの健康づくりを推進します。

胃がん 16.1%

31.0%

子宮がん

施策 Ⅲ-１- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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一般就労への移行者の割合　（＊注） 28% 45%

＊注「レスパイト事業」…障がい者（児）や高齢者などを在宅で見守っている家族を癒やすため、一時的にケアを
代替し、リフレッシュを図ってもらう家族支援サービスのこと。

成果指標

＊注）障害者の就労移行支援事業利用者のうち、一般就労へ移行した人の割合。

②障がい者の社会参加の促進と自立した生活を支援します。

　障がい者（児）がこれからも地域で生活するために必要な支援と、障がい者の
就労や社会活動に参加するための支援体制の充実を図ります。

障がい者（児）が自立した生活を送るためには、本人へのサービスに加え、
家族の負担を軽減することが必要です。

働く喜びや生きがいを見出し経済的に自立するためには、新規就労や社会復
帰を支援するとともに、継続した就労につなげるための支援が必要です。

発達障がいの早期発見・早期対応のためには、正しい知識の普及と支援体制
の充実が必要です。

障がい者の働く環境を整備するため、事業所やハローワーク、特別支援学校などと連携し、
障がい者の一般就労をさらに促進します。また、生活面でのフォローを行い、短期間で離職
する方に対する就労定着支援に努めます。

発達障がいへの取り組み

乳幼児健診や専門員による保育所等の訪問などを行い、発達障がいを早期に発見し、支援に
結び付けます。また、各種セミナーやイベントなどを通じ、正しい知識の普及に努めます。

地域生活を支えるための取り組み

58%

在宅での生活をサポートするため、関係機関と連携した障がい者（児）を支えるネットワー

クを構築し、地域での相談・支援体制をさらに充実します。併せて、レスパイト事業
（＊注）

な
どを実施し、生活を支える家族の負担軽減を図ります。

一般就労への移行促進

現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

訪問系サービス、短期入所の月平均利用率 50%

施策 Ⅲ-１- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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スポーツイベントの参加者数 30,893人/年 34,000人/年

市民１人当たりの体育施設利用回数 5.4回／年 ７回／年

スポーツに親しむ環境づくりの推進

スポーツに関するイベント情報、活動情報などを積極的に提供し、スポーツに親しめる環境
づくりを推進します。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

社会体育施設の充実

市民がすべての年代で、気軽に安心してスポーツやレクリエーションを楽しめるように、社
会体育施設の充実を図ります。

スポーツ活動への支援

スポーツは楽しいものという感覚を浸透させるため、スポーツ教室の開催や親子スポーツの
充実を図り、地域住民と教育センターが連携し、住民の自主的・主体的なスポーツ活動を支
援します。

生涯スポーツの推進

体育協会等の関係団体と連携して、地区レクリエーション大会などを開催し、市民が生涯に
わたり自主的に行える生涯スポーツの推進と健康増進に努めます。

③市民の健康保持と体力向上を図るため、市民が自主的に行うスポーツや
　レクリエーションを楽しめる環境づくりを推進します。

　人と人のつながりを大切にし、生涯を通じてスポーツに親しみ、健康・体力の
保持増進による潤いと活力のある生活を実現するため、誰もが、いつでも、どこ
でも、いつまでもスポーツに親しめる環境を整え、充実したスポーツライフを送
ることができるまちを目指します。

市民の健康への意識や関心が高まっているため、社会体育施設を充実し、ス
ポーツ・レクリエーション活動への参加機会を拡充する必要があります。

心身ともに健全に過ごし、人生をより豊かなものにしていくため、スポーツ
による健康増進と交流の拡大が求められています。

市民の多様なニーズに対応するため、スポーツの観戦やボランティア活動へ
の参加など、スポーツに親しむ環境づくりが必要です。

施策 Ⅲ-１- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅲ

方針２ 高齢者が生きがいを持ち、互いに支え合うまちを
目指します

①高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援します。

②健康づくりと介護予防を推進し、健康寿命の延伸を目指します。

③地域包括ケアシステムの深化及び推進を図り、住み慣れた地域で安
心して暮らせるまちを目指します。

施

策

健康や生活に不安がなく、優しさと思いやりに満ちた
まちを創るために
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シルバー人材センターの登録者数 528人 560人

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

お茶っこ会（サロン）の開催行政区の割合
※年4回以上の開催地区

75% 100%

高齢者の地域での孤立を防ぎ、地域との“つながり”をつくるために、市の社会福祉協議会
と連携し、高齢者をはじめとする地域の誰でもが気軽に立ち寄りお茶を飲んだりしながらお
しゃべりのできる「居場所づくり」を進めます。

高齢者の活動の支援

これまで培った知識や経験を生かした就労や、趣味や特技を生かした交流は、高齢者の生き
がいや健康づくりに役立つことから、シルバー人材センターや高齢者の自主的な活動を支援
します。

高齢者の不安を解消する取り組み

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、総合相談体制を強化するとともに、関
係機関と連携し適切なサービス利用につなげます。

①高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援します。

　すべての高齢者が自分の持つ能力を生かしながら、生きがいを持ち、地域社会
の一員として活動できるよう支援します。

高齢者は家の中に閉じこもりがちになり孤立してしまうおそれがあるため、
元気な高齢者が生活支援の担い手となるような活動を推進する必要がありま
す。

活力のある地域をつくるため、高齢者が健康で生きがいを持ち、これまで
培った能力を発揮する場を確保し、高齢者の活動を支援することが必要で
す。

経済的困窮や健康面などに不安を抱えている高齢者のため、相談窓口の利用
を促進し、高齢者の暮らしを地域でサポートする必要があります。

社会参加の推進

施策 Ⅲ-２- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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84.24歳 84.5歳

「くりはら元気アップ体操」実施箇所数
（５人以上で、週１回以上実施）

65か所 100か所

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

健康寿命
（日常生活に制限のない期間）

男性 79.72歳 81.0歳

女性

健康教育・相談などによる知識の普及や、運動などを取り入れた健康づくりを推進し、健康
寿命の延伸を目指します。

地域ぐるみの取り組みの推進

地域住民のニーズに合わせた健康づくり、介護予防を実践するため、住民参加型の取り組み
を推進します。

介護予防の推進

筋力や認知機能の低下防止のため、くりはら元気アップ体操の普及啓発や認知症予防などを
目的とした自主的な介護予防活動を支援します。

②健康づくりと介護予防を推進し、健康寿命の延伸を目指します。

　高齢になっても、元気で充実した生活を送ることができるよう、生涯にわたる
健康づくりと介護予防の実践を推進します。

県平均を下回っている健康寿命の延伸を図るためには、成人期から健康の保
持・増進や生活習慣の改善に対する意識を高める必要があります。

生活習慣病やがんを予防するため、適正体重の維持とバランスのとれた食生
活・食習慣の実現、禁煙・分煙対策などを、さらに推進する必要がありま
す。

加齢による筋力の低下や認知症などが原因で要介護状態となるため、介護予
防活動に積極的に取り組む必要があります。

健康寿命の延伸への取り組み

施策 Ⅲ-２- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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施設入所待機者数（要介護3以上） 145人 110人

認知症サポーターがいる行政区の割合 80.78% 100%

高齢者の暮らしを地域でサポートする拠点としての重要度が高まることから、地域包括支援
センターの機能強化を図ります。

認知症対策の推進

認知症の早期診断・早期対応に向けた支援チームを組織し、包括的な支援につなげます。ま
た、認知症サポーターを養成し、地域での見守り体制を強化します。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

施設入所待機者を減らすため、介護保険事業計画に基づいた施設整備を行うとともに、要介
護状態とならないよう、介護予防サービスの強化を図ります。

在宅医療と介護の連携

疾病を抱える高齢者が在宅生活を継続できるよう、関係機関の連携を強化し医療と介護サー
ビスを一体的に提供するとともに、在宅で介護をする方への支援の充実を図ります。

地域における支え合い体制の整備

支援が必要な高齢者に対するサービスの充実を図るため、地域住民やボランティア、ＮＰ
Ｏ、民間事業者など、多様な主体による支え合い体制を整備します。

地域包括支援センターの機能強化

③地域包括ケアシステムの深化及び推進を図り、住み慣れた地域で安心して暮
らせるまちを目指します。

　高齢者が自分らしく自立した生活を送ることができるよう、介護・医療・予防
の専門的なサービスと、住まいと生活支援・福祉サービスが相互に連携し、在宅
の生活を支援します。

地域包括ケアシステムでは、高齢者が自立した日常生活を継続するために、
医療・介護・予防・住まい・生活支援の各サービスが一体的に提供されるこ
とが求められています。

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中心的な役割を担うた
め、機能強化を図る必要があります。

認知症が進行すると在宅での生活が困難となるため、認知症の症状に応じた
医療・介護サービスの提供とともに、本人や介護する家族を地域で見守る体
制づくりが必要です。

施設入所待機者減少への取り組み

施策 Ⅲ-２- ③

現状と課題現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅲ

方針３ 市民が安心して暮らせるための地域医療を守ります

①市立病院の機能維持に努めます。

②地域医療を支える人材の確保と育成に努めます。

③地域の医療機関との連携を密にし、地域医療を守ります。

施

策

健康や生活に不安がなく、優しさと思いやりに満ちた
まちを創るために
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市立病院への紹介率

栗原中央病院

若柳病院 57.4% 59.0%

栗駒病院 13.8% 15.0%

64.1% 70.0%

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

72.8% 83.0%

市立病院の病床利用率

栗原中央病院

若柳病院

栗駒病院 70.9%

市立病院と市内外医療機関との病病連携・病診連携や医療と介護の連携により診療機能の分
担を図り、医療体制の充実を目指します。

医療機能の充実

市立３病院における急性期・回復期・慢性期の分担を図り、リハビリを含めた医療機能の充
実に努めます。

医療の質の向上

高額機器の共同利用など、効率的な機器の整備を行い、多様化する市民の医療ニーズに対応
します。

80.0%

56.6% 84.0%

①市立病院の機能維持に努めます。

　市立病院の機能分担と市内外医療機関との病病連携・病診連携を図り、医療提
供体制の充実に努めます。

市立病院・診療所については、さらなる医療機関相互の連携とともに、医療
と介護の連携により、医療体制の充実を図る必要があります。

令和３年４月１日から若柳病院、栗駒病院の病床数適正化を図ったが、継続
した医療を提供するため、今後も市立３病院の機能分担と充実を図る必要が
あります。

既存機器の更新を計画的に行い、高額機器の共同利用など、効率的な機器の
整備が必要です。

連携による医療体制の推進　

施策 Ⅲ-３- ①

現状と課題

具体的な取り組み

第4次経営健全化計画の策定に合わせて修正予定
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修学資金を利用して市立病院に勤務する看護
師数（制度開始から目標年度までの累計）

24人 39人

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

修学資金を利用して市立病院に勤務する医師
数（制度開始から目標年度までの累計）

7人 18人

医療体制を維持するため、大学、県等へ医師招へいの働きかけを行います。
また、卒後初期研修制度の充実、専門医制度に基づく専攻医の受入れを進めます。
さらに、医療スタッフ確保のため、医学生修学一時金貸付制度を利用しやすいよう、制度の
見直しを行い充実を図ります。

スキルアップ研修の充実

医療スタッフのスキル向上やモチベーションのアップを目的として、先進医療・専門医療に
関する長期研修や認定看護師の資格取得など、各種研修の充実を図ります。

働く環境の整備

医師・看護師等宿舎や院内保育所の活用など、医療スタッフが安心して働くことができる環
境の整備に努めます。

②地域医療を支える人材の確保と育成に努めます。

　市民の医療ニーズに応えていくため、引き続き医師招へいと看護師等の医療ス
タッフの確保に取り組むとともに、各種研修の充実を図ります。

救急医療体制の整備や専門診療科目の充実を図るために、引き続き医師招へ
い及び看護師等の医療スタッフ確保など、地域医療を支える人材を確保する
必要があります。

質の高い医療が求められていることから、各種研修の充実により、医療ス
タッフのスキルアップを図る必要があります。

地域医療を支える医療スタッフが安心して働くことができるよう、環境の整
備に取り組む必要があります。

医師招へいと医療スタッフ確保の取り組み

施策 Ⅲ-３- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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＊注「在宅療養後方支援病院」・・・あらかじめ病院に登録している在宅療養患者について緊急時に対応し、必要
があれば入院を受け入れる病院。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

在宅医療専門の医療機関 2か所

150人

3か所

在宅療養後方支援病院（＊注）の登録患者数

地域の医療機関との連携、協力体制及び近隣の基幹病院との連携強化を図ります。

急患診療体制の強化

市内医療機関の連携により、急患診療体制の強化に努めます。

87人

在宅医療の充実

地域の医療機関が行う在宅診療を市立病院が後方支援するなど、医療機関相互の連携強化に
努めます。

③地域の医療機関との連携を密にし、地域医療を守ります。

　市民が地域で安心して暮らせるよう、高度医療、休日診療、在宅医療の医療体
制の充実を図ります。

市民に高度な医療を提供するため、県北地域基幹病院（大崎市民病院）との
連携を継続する必要があります。

医療に関する市民のニーズは多岐にわたるため、市民が安心できる医療体制
の構築が必要です。

住み慣れた地域で生活し続けるため、在宅医療の充実が求められています。

地域の医療機関との連携強化の取り組み

施策 Ⅲ-３- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅳ

地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを
創るために

方針１ 持続可能な農林業の育成と栗原ブランドの確立に
取り組みます

①将来にわたり持続可能な農林業を目指し、多様な経営感覚を備えた
農業者等の育成を図ります。

②効率的で安定的な農林業の実現に向け、生産基盤等の強化を図ります。

③意欲のある生産者に対し、生産から加工、流通・販売まで対応できる
体制づくりを支援するとともに、広く認められる栗原ブランドの確立
を目指します。

施

策
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①将来にわたり持続可能な農林業を目指し、多様な経営感覚を備えた農業者等
　の育成を図ります。

　将来にわたり持続可能な農林業の構築を目指し、環境への負荷軽減など意欲的
に経営や技術の改善に取り組む担い手農業者や集落営農組織等を支援します。

高齢化や後継者不足により農林業従事者の減少が進む中、意欲と能力のある
担い手の育成・確保を図り、持続可能な農林業を目指す必要があります。

米価低迷や耕作放棄地の増加など、農業を取巻く現状は厳しくなっているた
め、農業の持続性や生産力を向上させる必要があります。

新規就農を目指す者にとっては、資金面などの確保が課題となっているた
め、青年就農給付金などの制度の情報提供を行いながら、就農しやすい環境
づくりを進める必要があります。

地域をまとめる経営体の育成

他産業並みの所得が確保できる認定農業者、企業的な経営感覚を持った農業法人組織など、
地域の中核となる経営体の育成・確保を図ります。

林業従事者の育成支援

林業に必要な技術研修や体験学習等により、林業従事者の育成を支援します。

地域農業を担う農業者への支援

共同で水田農業用機械を購入する農業者や次世代に対応したスマート農業機械等を導入する
経営体を支援します。

新規就農者及びＩＪＵターン就農者への支援

新規就農者やＩＪＵターンによる就農者に対し、国の事業等を活用し、新規就農希望者へ就
農に必要な技術取得の研修等の支援、就農後の一定期間の生活支援及び農業経営の後継者を
支援します。
さらに、家族農業経営を始めとする担い手の経営を継承し発展させる取り組みを支援しま
す。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和８年度）

農業経営法人化の育成・確保 56経営体 70経営体

新規就農者数 9人／年 30人／５年

施策 Ⅳ-１- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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②効率的で安定的な農林業の実現に向け、生産基盤等の強化を図ります。

　農林業の維持・継続を図るため、効率的で安定的な生産と供給を支えながら、
さらなる生産性の向上を目指し、生産基盤等の整備を着実に進めます。

水稲は、米価の下落を防ぐため需要に応じた生産を推進するとともに、担い
手確保や生産性の向上など経営の効率化を進める必要があります。

畜産業は、約８割が小規模農家で高齢化や後継者不足などから、飼養頭数が
年々減少しているため、和牛産地として生産基盤の強化を図る必要がありま
す。

ツキノワグマやイノシシ等による農産物等への被害が拡大していることか
ら、有害鳥獣の捕獲等の対策を強化する必要があります。

ほ場整備事業等の推進

園芸は、野菜価格の変動などにより厳しい経営状況となっています。

林業は、高齢化や後継者不足に加え木材の輸入による価格の下落などにより
厳しい状況になっているため、生産条件の整備を図る必要があります。

ほ場整備を計画的に進め、農地中間管理機構と連携を図り、農用地の利用集積を推進しま
す。また、農地や農道の整備など、基盤整備による生産性の向上を図り、経営の効率化を進
めます。

水稲・園芸等農産物の安定供給の推進

農産物の安定供給のため、施設等の整備や経営の効率化及び産地づくり等により、生産拡大
に向けた取り組みを推進します。

和牛生産基盤の強化

より一層の和牛資源の確保と産地づくりの強化を目指し、優良な素牛の市内保留や増頭対策
を支援します。

森林整備事業の推進

林業の振興を図るため、植林などの森林整備や間伐材の生産性向上に向けた取り組みなどを
支援するとともに、生産条件を向上させるため林道の整備を推進します。また、新たな森林
経営管理法の施行に伴い、私有林の状況等を把握し、適切な森林整備を行います。

有害鳥獣対策の強化

有害鳥獣による被害を軽減するため、防護柵等の設置経費に対する助成や、鳥獣被害対策実
施隊の活動支援などの対策と併せて、捕獲鳥獣の処理対策に取り組みます。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和８年度）

農村環境等の維持・保全

地域共同活動や環境保全活動などを推進し、農村環境や農業施設等の維持・保全に努めると
ともに、生産条件の整備を行います。

水田の面的整備率（ほ場整備） 59% 69%

繁殖素牛の頭数 4,476頭 4,500頭

施策 Ⅳ-１- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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③意欲のある生産者に対し、生産から加工、流通・販売まで対応できる体制
　づくりを支援するとともに、広く認められる栗原ブランドの確立を目指し
　ます。

　関係機関が連携し、生産・加工・販売に取り組む事業者の育成支援を行いま
す。また、栗原産品の情報発信や販路拡大を支援することにより、栗原ブランド
の確立を目指します。

農林漁業者が自ら一貫して原料生産、製造加工、販売を行う６次産業化に加
え、農商工福連携による商品開発も促進し、農林漁業の所得向上を図る必要
があります。

栗原ブランドを確立するため、栗原産農林水産物等の認知度を高める必要が
あります。

6次産業化の啓発・育成支援

6次産業化推進に関する研修の機会や専門的指導者派遣等により、知識の習得や商品開発を支
援します。

6次産業化に係る費用等の支援

商品開発や加工施設の設備投資、マーケティング等の６次産業化にかかる経費に対して支援
します。

栗原ブランドの確立

消費者やアグリビジネス事業者のニーズを把握しながら、農林水産物及び加工品の認知度向
上を図ります。

栗原ブランドのPR及び販売支援

各種媒体を活用したＰＲを通して、効果的な販売戦略を展開し、販路拡大に取り組みます。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和８年度）

6次産業商品化件数 3件／年 25件／5年

飲食フェア等における栗原産品の認知度 Ü
令和4年度比
10％増

施策 Ⅳ-１- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅳ

方針２ 産業育成と企業誘致による産業拠点を形成します

①優れた高速交通体系など、地の利を生かした企業誘致を進める
とともに、既存企業との取引拡大や企業間の連携を促進し、
産業拠点の形成を目指します。

②市内での創業・起業を支援するとともに、既存企業の経営安定化と
雇用機会の創出に取り組みます。

③空き店舗の活用促進など、新たな事業展開や新規参入を目指す
商業者等による、賑わいのある商店街づくりを支援します。

施

策

地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを
創るために
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魅力ある支援策の充実と積極的な情報発信

企業立地促進奨励制度に加え、人材確保などの支援策の充実を図るとともに、積極的な情報
発信に取り組みます。

10件／5年

①優れた高速交通体系など、地の利を生かした企業誘致を進めるとともに、既
存企業との取引拡大や企業間の連携を促進し、産業拠点の形成を目指します。

　優れた立地環境を生かして、積極的な企業誘致を進めるとともに、企業間の連
携によってさらなる産業集積を図り、栗原市が東北の重要な産業拠点の一つとな
ることを目指します。

既存工業団地への企業誘致や市内未利用地の活用を推進するとともに、今後
の企業ニーズに対応できる工業団地の整備を検討する必要があります。

企業誘致を推進するため、魅力ある支援策の充実を図り、積極的な情報発信
によって栗原市の優位性をアピールする必要があります。

既存企業と誘致企業との取引拡大に向け、企業間の連携やマッチングの促進
が求められています。

企業の誘致と市内未利用地の活用推進

企業ニーズに迅速に対応できる市内未利用地の活用を促進するとともに、自動車関連産業や
高度電子機械産業、食品関連産業をはじめとした多種多様な業種の誘致を推進します。

既存企業と誘致企業の交流・連携促進

既存企業と誘致企業等による取引拡大に向け、ビジネスマッチングなどによる交流・連携を
促進します。

Ü

現状値
（計画策定時）

成果指標 目標値
（令和8年度）

市内誘致企業と既存企業等との取引拡大件数 Ü

５社／5年新たな誘致企業件数

施策 Ⅳ-２- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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②市内での創業・起業を支援するとともに、既存企業の経営安定化と雇用機会
　の創出に取り組みます。

　商工会や金融機関、専門家等との連携を図り、市内での創業・起業を支援しま
す。また、企業に対し事業資金の斡旋を通じて経営安定化を図りながら、新規学
卒者などの雇用を促進します。

市民や市内企業のみならず、移住者も含めたなかで創業・起業意欲を高め、
新たな産業化につなげるため、相談窓口の設置や各種支援が必要です。

市内企業団体や商工団体等と連携して企業間の交流を促進するとともに、産
学官連携の取り組みにより地域の技術力・生産力を高める必要があります。

既存企業の経営の安定化を図り、雇用機会の創出に取り組み、市民が安心し
て働ける場を確保する必要があります。

創業・起業支援の推進

ビジネスモデルの構築や資金調達など、創業に必要となる要素や事業段階に応じて、関係機
関と連携した適切な創業・起業支援を行います。

企業の育成・支援

既存企業同士の交流や異業種間の交流を促進するとともに、産学官連携による企業の生産性
向上等を支援します。

中小企業者の資金確保の支援

中小企業振興資金制度等により、中小企業の安定的な資金調達を支援します。

市内企業への就職支援

企業ガイダンスの開催により、市内企業への就職機会の提供と支援を行うとともに、産業雇
用安定センターなどと連携を図り、失業の予防等のための出向や移籍等についても支援を行
います。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

創業・起業件数 10件/年 50件/5年

新規学卒者の市内就職率 52.4% 55.0%

施策 Ⅳ-２- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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③空き店舗の活用促進など、新たな事業展開や新規参入を目指す商業者等
　による、賑わいのある商店街づくりを支援します。

　市内商店街は、売上の減少や後継者不足などにより空き店舗等が増えているこ
とから、意欲ある商業者等による賑わいを取り戻すための新たな取り組みを支援
します。

大型小売店の進出などにより、従来からの商店が減少していることから、意
欲のある商業者等への支援が必要です。

高齢化の進行と後継者不足により、商店街のシャッター通り化が進んでいる
ため、空き店舗等を活用した取り組みが必要です。

経営者の高齢化と、後継者不足による事業承継問題が深刻化しており、将来
の事業存続に課題を抱える中小企業・小規模事業者が多くなっているため、
支援の取り組みが必要です。

意欲ある商業者等への支援

地域の商店が減少したことにより、食料品等の日常の買い物が困難な状況に
ある高齢者等に対する対策が求められています。

新たな事業展開や新規参入の意向を持つ意欲ある商業者等に対し、出店や販路拡大などの取
り組みを支援します。

空き店舗等の利活用の促進

空き店舗等を活用した、新規出店等による賑わいを取り戻すための取り組みを支援します。

買い物困難者への支援

民間団体等と連携し、買い物困難地区の解消を目指します。

事業承継への支援

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

会社の経営権の引継や後継者教育など、様々な課題があることから、専門家を紹介するなど
事業承継への取り組みを支援します。

空き店舗等を活用した新規出店数 7件/年 35件/5年

事業承継数 23.6件/年
（H28～R2の平均）

125件/5年

施策 Ⅳ-２- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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Ⅳ

方針３ 地域資源を生かした広域観光戦略を構築し、栗原市
を発信します

①観光推進体制づくりに取り組むとともに、効果的なマーケティング
の実施により、観光戦略を推進します。

②多様な地域資源を生かした「田園観光都市」づくりを発展させ、
栗駒山麓ジオパークなどを活用し、交流人口の拡大を目指します。

③市民の「おもてなし意識」を高めながら、自然環境の豊かさや
歴史・文化を共有できる国内・国際交流の推進と、インバウンドの
誘客促進に取り組みます。

施

策

地域の特性を生かした、産業や交流が盛んなまちを
創るために
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観光推進体制づくり

観光資源と地域の現状課題の整理により、観光地域づくりの必要性の共通認識のもと、多様
な観光関係者等による観光推進体制づくりに取り組み、観光戦略を推進します。
また、観光地域づくりの舵取り役としての持続可能な事業主体の立ち上げを検討します。

観光商品の開発とあわせて、効果的な情報発信による販売を促進し、誘客を図ります。

①観光推進体制づくりに取り組むとともに、効果的なマーケティングの実施に
より、観光戦略を推進します。

　豊かな自然や魅力的な観光資源等を活用した誘客に向けて、多様な観光関係者
と共創しながら、観光推進体制づくりに取り組み、観光戦略を推進します。

観光産業をさらに活性化させるため、多様な観光関係者が目的を共有しなが
ら一体的に取り組む仕組みづくりが必要です。

宿泊者数は、概ね横ばいで推移してきたが、新型コロナウイルス感染症等の
影響により減少に転じていることから、滞在型観光に向けた戦略が必要で
す。

さまざまな形態に応じた観光商品の開発と効果的な情報発信を行い、交流人
口の拡大につなげる必要があります。

観光ポータルサイトの閲覧数
467,078
アクセス/年

観光資源を生かした観光戦略の推進

観光資源の磨き上げ等を行い、滞在型に向けた効果的な観光戦略を推進します。

誘客プロモーションの実施

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

観光推進体制の構築 なし

510,000
アクセス/年

1団体/5年

施策 Ⅳ-３- ①

現状と課題

具体的な取り組み

67



②多様な地域資源を生かした「田園観光都市」づくりを発展させ、栗駒山麓
　ジオパークなどを活用し、交流人口の拡大を目指します。

　「田園観光都市」づくりに磨きをかけ、栗駒山麓ジオパークを活用し、体験イ
ベントなどを行いながら、交流人口の拡大を目指します。

地域資源に光りをあてた「田園観光都市」づくりを発展させるためには、観
光資源に磨きをかけ、さらに活用する必要があります。

ジオパークを推進するためには、ガイドの養成講座などによる人員確保とス
キルアップを図りながら、体験型イベントの実施やジオパーク学習を推進す
る必要があります。また、計画的に施設等の整備を図る必要があります。

「田園観光都市」づくりの推進と情報発信

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

地域資源を生かした旅行企画の商品化や観光客の受入体制の充実を図るとともに、観光情報
誌やホームページ等を積極的に活用して、一層の誘客を図ります。

栗駒山麓ジオパークの推進

ジオパークガイド等の人材育成を図るとともに、防災・減災、ふるさと学習の一環としての
ジオパーク学習の推進や体験型イベントを行いながら、交流人口の拡大を図ります。
また、ジオサイトの説明板などの施設等の整備を計画的に図り、世界ジオパークを目指しま
す。

栗駒山麓ジオパークビジターセンター入館者
数

2万4千人/年 3万人/年

体験型イベントの参加者数 6,300人/年 10,000人/年

施策 Ⅳ-３- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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③市民の「おもてなし意識」を高めながら、自然環境の豊かさや歴史・文化を
　共有できる国内・国際交流の推進と、インバウンドの誘客促進に取り組み
　ます。

　恵まれた自然環境と農山村文化の豊かさや歴史・文化を共有できるよう、それ
ぞれの体験機会の提供や、広域的事業連携などにより受け入れの体制を整え、国
内や国際交流の推進を図ります。

 

観光に関する知識や動向を継続的に学べる場を提供する必要があります。

インバウンド旅行者については、日本の生活文化を体験するため、長期間滞
在する傾向となっていることから、近隣市町村と事業連携した、長期滞在型
観光を推進する必要があります。

さらなる国内・国際交流のためには、風土や文化の違いなどを相互に理解し
た上で交流を図る必要があります。また、インバウンド観光を促進するた
め、栗原の地形や風土を積極的に発信する必要があります。

歴史・文化・農林業体験等の実施

育まれた歴史や自然環境、農山村文化が体感できる体験事業の取り組みを推進します。

広域的事業連携の推進

観光客の行動範囲の拡大に対応した広域的な取り組みの展開や、観光資源を相互に結び付け
ることでの魅力を高め、連携圏域内での滞在時間の増加を推進します。

国内・国際交流の推進

国内・外の姉妹都市を中心とした交流を行い、様々な事業展開に繋げていきます。

インバウンドの誘客促進

アジア圏などを中心に、栗原の魅力を伝えるプロモーションの取り組みにより、誘客を促進
します。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

宿泊者数 105,147人/年 130,000人／年

外国人宿泊者数 1,020人／年 １,300人／年

施策 Ⅳ-３- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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市民がまちづくりを楽しめるまちを創るために

方針１ 小さなコミュニティを大切にした地域づくりを
推進します

①「自助・共助・公助」に加え、これまで培ってきた「近助」の精神を
財産に、コミュニティの活性化につながる活動を支援します。

②地域の課題解決に市民が主体的に取り組むことを推進します。

③地域の個性ある魅力的な取り組みを支援し、地域間の連携を促進しま
す。

施

策

70



200自治会

日頃から住民同士が見守り、助け合いながら生活できる「近助」づくりのため、「ご近所助
け愛事業」を創設し、その取り組みを支援します。

自治会活性化の推進

「近助」づくりによる、日常的なつながりを深めていくことによって自治会活動の活性化を
推進します。

自治会加入率 87% 92%

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

「ご近所助け愛事業」取組自治会数 Ü

①「自助・共助・公助」に加え、これまで培ってきた「近助」の精神を財産
　に、コミュニティの活性化につながる活動を支援します。

　従来からの相互扶助を目的とした組織、機能が薄れつつある地域を活性化する
ため、その基盤となるコミュニティの構築を推進し、市民が互いに助け合い、身
近な近助づきあいを感じるまちづくりを目指します。

ライフスタイルの多様化により、身近なコミュニティの機能が薄れてきてい
ることから、「共助」の基礎となる「近助」の関係を再構築する必要があり
ます。

「自助・共助・公助」が浸透し、主体的な自治会活動の取り組みが行われて
いますが、災害時の対応等における、「自助」と「共助」の間をつなぐ「近
助」の重要性が増しており、日常的に声を掛け合える関係を作る必要があり
ます。

互いが助け合う近助づくりの支援

現状と課題

施策 Ⅴ-１- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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旧小学校区を基本単位とした地域の課題を市民が主体となって解決でき、地域活性化の中心
となるコミュニティ推進協議会を市内全域で設立し、その活動を支援します。

地域独自の新たな財源の確保

地域資源の活用による「コミュニティビジネス」創出のため、他団体の取り組み事例の情報
提供やノウハウの継承など必要な支援を行います。

コミュニティビジネスの取組み組織数 1組織 3組織

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

「コミュニティ推進協議会」の設立件数 19件 29件

②地域の課題解決に市民が主体的に取り組むことを推進します。

　市民の地域づくりへの参画意識を醸成し、市民が主体となり地域づくりを推進
していく仕組みを構築し、地域の活性化を図ります。

少子高齢化や人口減少など社会情勢の変化に伴って、公共サービスに対する
市民ニーズが多様化してきており、市民と各種団体、行政が連携した取り組
みが重要となっています。

地域住民が協働して、地域が抱える課題を解決する取り組みを支援する必要
があります。

自主・自立を目指す地域づくりの支援

施策 Ⅴ-１- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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コミュニティ組織一括交付金の独自項目取組
自治会数

196団体/年 230団体/年

自治会等連携事業の取組団体数 － 20団体/5年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（平成8年度）

それぞれの地域が考え実践する独自事業の取り組みを推進し、積極的に支援します。

自治会間の連携推進

地域同士が、地域づくりなどの情報交換をすることによって、学び気付き合える仕組みを充
実します。

③地域の個性ある魅力的な取り組みを支援し、地域間の連携を促進します。

　それぞれの地域で独自に取り組んできた地域づくりの実践を尊重しながら、地
域間での情報共有を促し、市全体が活性化することを目指します。

自治会は、世帯数や組織構成によって課題が異なることから、各地域に応じ
た活動を支援していく必要があります。

自治会やコミュニティ推進協議会において実施されている活動が固定化傾向
にあることから、相互に情報交換することで、活性化につなげる仕組みづく
りが求められています。

独自事業の取り組みへの支援

施策 Ⅴ-１- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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方針２ 市民が自ら行うまちづくり活動を支援します

①自治会などによる自主的な市民活動を支援し、市民が生きがいを
感じ、楽しみながらまちづくりに参加できる社会を目指します。

②公益活動を行う団体などの育成に努め、協働のまちづくりを進め
ます。

③男女が互いに尊重し、対等な立場でまちづくりに取り組むことを
推進します。

施

策

市民がまちづくりを楽しめるまちを創るために
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コミュニティ施設の整備件数 4件/年 20件/5年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

コミュニティ組織一括交付金の独自項目取組
自治会数

196団体/年 230団体/年

地域住民が考え実践する自主的な活動を支援します。

コミュニティ施設の整備支援

自治会活動の拠点となる集会施設等の整備に対する支援を行います。

①自治会などによる自主的な市民活動を支援し、市民が生きがいを感じ、
　楽しみながらまちづくりに参加できる社会を目指します。

　市民が自ら地域課題の効果的な解決のためにまちづくりに参画し、その活動が
市民生活の質を高め、市民がいきいきと生活できるように支援します。

公共サービスのニーズが拡大する一方で、行政が担当できる領域には限界が
あることから、市民が主体的にまちづくりに参画することが求められていま
す。

自治会活動の拠点となる集会施設の老朽化が進んでおり、活動拠点の確保及
び安全で安心な施設整備が求められています。

自主的な地域活動への支援

施策 Ⅴ-２- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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NPO法人の設立 20件 23件

公益活動団体、企業等が連携して行う事業の
実施件数

1件 3件/5年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

地域づくりを進めていくなかで、行政と地域をつなぐ市民や団体を育成します。

公益活動を行う市民や団体等との連携

公益活動を行う市民や団体をはじめ、地域、企業等が連携した事業を支援します。

②公益活動を行う団体などの育成に努め、協働のまちづくりを進めます。

　まちづくりを行ううえで、市民が主体的に参画し公益サービスを担う団体とし
て、行政との対等なパートナーシップに基づき行動する市民活動を支援します。

行政による市民の視点に立ったまちづくりとともに、地域の身近な課題を解
決することなど、市民自ら行うまちづくりも求められています。

市内の公益活動を行う市民や団体は、共通する課題等を抱えており、各団体
の連携により、課題を解決し、新たな発想で連携して地域活動を行うことが
求められています。

公益活動を行う市民や団体の育成

施策 Ⅴ-２- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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審議会等の女性委員数の割合 25.1% 30.0%

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

民間企業における女性管理職の割合 Ü 10.0%

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進、あらゆる分野でのジェンダー平等
を達成するため、市民や各種団体、企業との連携のもとで意識啓発や理解促進を図ります。

男女のパートナーシップに基づく家庭づくりの啓発

家庭における男女が、夫婦・パートナーとして共に責任と役割を分かち合うことのできる家
庭づくりに向けて、啓発や学習会の充実を図ります。

男女の地域活動への参加促進

男女が共に地域活動に参画するため、固定的な性別役割分担意識に基づく慣習等を見直し、
共に地域活動に参画できるよう意識啓発を図ります。

③男女が互いに尊重し、対等な立場でまちづくりに取り組むことを推進
　します。

　『第２次くりはら男女共同参画推進プラン』に基づき「人権尊重と男女平等」
「多様な生き方の尊重」「男女共同参画」を基本理念とし、誰もが平等でいきい
きと暮らすことができるまちを目指します。

男女共同参画社会を実現するために、家庭をはじめ、地域社会全体で固定的
な性別役割分担意識や性差に関する偏見、無意識の思い込み等を解消する必
要があります。

家庭は男女共同参画の意義を学び、実践するための基礎となる場であるた
め、日常的な家事・育児・介護などの家庭内の役割を男女が共同で取り組む
必要性について、継続的に啓発を行う必要があります。

豊かで活力ある地域社会の形成には、地域活動における固定的な性別分担意
識を見直し、男女が共に参画できる環境づくりが求められています。

いちにの参画講座の実施

施策 Ⅴ-２- ③

現状と課題

具体的な取り組み
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方針３ 市民満足度を重視した効率的な行政サービスを
行います

①多様な市民ニーズを把握して、満足度が高まる行政サービスを提供
します。

②市民との情報共有を高め、市民の声を市政に反映させる仕組みを
充実させます。

③徹底したコスト削減を行い、効率的で安定した行財政運営に取り
組みます。

施

策

市民がまちづくりを楽しめるまちを創るために
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市民のマイナンバーカード取得率 20.8% 100%

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

行政サービスにおける市民満足度 56.6% 85.0%

市民意識調査の実施

多様化する市民ニーズを把握するための調査を行い、施策に反映します。

利便性の高い行政サービスの提供

マイナンバーカードを利用したオンラインによる行政手続きなどを充実し、より利便性の高
い行政サービスの提供と手続きの簡素化を図ります。

外部評価の導入

効率的・効果的な行政サービスの提供を行うため、施策の効果について点検・検証を行うな
ど、外部評価の仕組みの構築を目指します。

①多様な市民ニーズを把握して、満足度が高まる行政サービスを提供します。

　多様化する市民ニーズを把握するとともに、総合計画に基づき事業をし、適正
な施策の評価を行い、改善する仕組みを構築し、満足度が高まる行政サービスを
提供します。

市民満足度向上のため、多様化する市民ニーズに応えられる行政サービスを
一層充実する必要があります。

より多様化する市民ニーズに対応するため、市民のライフスタイルに応じ
た、利便性の高いサービスの提供が求められています。

限られた行財政資源を効率的・効果的に活用するため、市が行っている事業
等をＰＤＣＡサイクル（＊注）による評価改善を行い、市民に公表する仕組みを
構築する必要があります。

＊注「ＰＤＣＡサイクル」…Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）の４つの頭文字を取ったもので、業務を継続
的に改善していく手法。

施策 Ⅴ-３- ①

現状と課題

具体的な取り組み
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市公式ウェブサイト年間閲覧数 338万件/年 360万件/年

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

広報くりはらの読者満足度 74% 80%

デジタル技術を活用し、ヒト、モノ、コトがつながるよう市内外に最新の情報を発信しま
す。

広報事業の充実

広報紙の紙面構成や、ホームページの見やすさなど、市民の声を大切にし、常に改善に取り
組みます。

広聴事業の充実

各世代に特化したテーマに対して市民から意見を求め、検討結果や実施状況を公開すること
により、市政への市民参加を促進します。

②市民との情報共有を高め、市民の声を市政に反映させる仕組みを充実
　させます。

　情報発信の強化により、行政に対する市民の関心を喚起するとともに、市政懇
談会など市民の声を反映させる機会を充実します。

情報が身近に感じられるような、市民と双方向の発信が可能となる環境の構
築に取り組む必要があります。

市民に興味を持っていただけるように広報紙やホームページ、フェイスブッ
クなどを、より見やすく、魅力ある媒体とすることが求められています。

市民が市政に対する意見などを、ＩＣＴ等を活用し、より提案しやすい環境
を構築する必要があります。

情報発信の充実

施策 Ⅴ-３- ②

現状と課題

具体的な取り組み
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＊注３「実質公債費比率」…一般会計などの借金返済、他の会計への繰出金のうち償還金に充てたものなどを指標
化し、資金繰りの危険度を示したもの。

＊注４「将来負担比率」…市が将来支払っていく可能性のある負担を現時点で指標化し市の財政を圧迫する可能性
を示したもの。

成果指標 現状値
（計画策定時）

目標値
（令和8年度）

実質公債費比率　（＊注３） 8.6%

栗原市公共施設等総合管理計画基本方針に基づき、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化な
どを計画的に実施し、最適な施設配置と管理運営を推進します。

＊注１「ＡＩ－ＯＣＲ」…画像として取り込んだ文字を読み取り、テキストデータとして抽出できるＯＣＲの文字の
認識処理工程にＡＩ技術を組み込み、読み取り精度を大きく向上させたもの。

＊注２「ＲＰＡ」…「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略語で、主に人が行う定型的なパソコン操作を
ソフトウェアのロボットが代行して自動化するもの。

将来負担比率　　（＊注４） 44.8% 34.1%

③徹底したコスト削減を行い、効率的で安定した行財政運営に取り組みます。

　生産年齢人口の著しい減少や自治体間競争の高まりなど、自治体において財源
の確保が困難になる中で、行政サービスを持続的かつ安定的に提供していくため
の健全な行財政運営を目指します。

市税をはじめとする収入の減少が予想され、非常に厳しい財政状況が続くも
のと見込まれることから、より効果的な行財政改革に取り組む必要がありま
す。

公共施設等は、施設の老朽化による建替えや大規模改修などによる費用の増
大が見込まれることから、効率的で効果的な配置を計画的に行う必要があり
ます。

行財政改革の推進

6.8%

持続的な行政運営を行うため、事務事業や組織機構の見直し、定員の適正化など、ＡＩ-ＯＣ
Ｒ（＊注１）・ＲＰＡ（＊注２）等のＩＣＴの積極的な導入などにより、行財政改革を推進
します。

持続可能で効率的な財政運営

自主財源を確保するため、市税等の収納率向上や未利用地などの市有財産の有効活用を推進
するとともに、歳出削減を図り、効率的な財政運営を行います。

効率的・効果的な公共施設等の管理運営

施策 Ⅴ-３- ③

現状と課題

具体的な取り組み

財政計画策定に合わせて修正予定
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放射能対策プロジェクト

放射性物質による不安を解消し、安心して暮らせるまち

福島第一原子力発電所からの放射性物質拡散による
汚染被害への対策に努め、安全・安心な暮らしを守ります。

目 標

重点①
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  東日本大震災に起因して発生した、福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の拡散は、

環境汚染や健康不安、さらには農林畜産物や観光等に対する風評被害など、市民生活の様々な

面に影響を及ぼしています。 

そのような状況の中、市民の不安解消と風評被害などを払拭することが栗原市の重要課題で

あり、市が放射能被害に対して“今できること”を積極的に実践し、市民生活の安全・安心を

取り戻すため、「放射性物質による不安を解消し、安心して暮らせるまち」を、第２次総合計画

期間における放射能対策プロジェクトとして位置付けるものです。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点① 放射能対策プロジェクト 

放射能対策プロジェクトとは 

放射性物質による不安を解消し、安心して暮らせるまち 

福島第一原子力発電所からの放射性物質拡散による汚染被害

への対策に努め、安全・安心な暮らしを守ります。 

目標 

 

◎ 測定監視と迅速な情報公開 

市独自に市内の複数箇所での大気中の放射線量測定をはじめ、子育て施設や教育施設

の園庭や校庭での測定を継続するほか、学校給食の食材や水道水、農林畜産物、上下

水道汚泥中の放射性物質の測定も継続実施し、監視体制を維持します。また、測定結

果はすべてホームページで公開し、安全・安心な子育て・教育環境の提供と、市民の不

安解消に努めます。 

◎ 安全・安心な農作物の生産対策 

農作物の放射性物質吸収抑制対策などを実施し、農家等が安心して生産に取り組める

体制を支援します。 

◎ 保管牧草等対策 

汚染牧草の堆肥化実験結果を踏まえた、保管牧草の処理を進め、保管の長期化を心配

する農家等の不安解消を図ります。 

◎ 農産物等の風評被害の払拭 

関係機関と連携したイベント等を開催し、栗原産農林畜産物等の安全・安心を全国に

ＰＲして風評被害の払拭と消費拡大を図ります。 

◎ 迅速な測定体制の確立による出荷制限の早期解除 

放射能汚染により食の安全・安心が求められていることから、栗原産の林産物等につ

いて、出荷制限解除に向けた取り組みを実施します。 

 

具体的な取り組み 
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地方創生の取り組み

地域の特性を生かした産業や交流が盛んで、充実した仕事
ができる魅力的なまちを創る

基本目標１

若者の首都圏及び仙台圏への人口流出を抑制するとともに、
移住したくなるまちを創る

結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちを創る

住民・企業・行政が協働でまちづくりを進め、安心して暮
らすことができるまちを創る

重点②

基本目標２

基本目標３

基本目標４
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（１）地方創生の取り組みの位置付け 

全国的に少子高齢化が進展する中において、将来にわたって活力ある日本社会を維持していく

ため、国においては、地方創生法を制定し、それに基づいて栗原市では平成２８年（２０１６年）

２月に「栗原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、令和３年（２０２１年）度までの

７年間を計画期間として、４つの基本目標を柱とする地方創生の取り組みを行ってきました。 

その間、国では令和元年（２０１９年）１２月に Society5.0 やＳＤＧｓなどの新たな視点を

盛り込んだ第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和元年１２月２０日閣議決定）を策定し、

各地方公共団体においても地方創生の充実・強化に向け、切れ目のない取り組みを進めるため、

次期「地方版総合戦略」の策定が求められています。 

栗原市における地方創生の取り組みは、まちづくりの指針である栗原市総合計画に包含し、引

き続き総合計画と一体的に進めます。また、「栗原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる

理念は、総合計画後期基本計画に統合し、一つの計画として策定します。 

なお、総合計画との統合にあたっては、少子高齢化・人口減少の課題を克服し、将来にわたっ

て活力ある地域社会の実現を図るため、本市の地方創生の理念や取組方針を基本計画の重点に位

置付けます。 

 

（２）地方創生の取り組みを進める上で重視する視点 

 地方創生の取り組みを推進する上で、次の３つを各施策の横断的な目標として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）施策の方向性 

 栗原市の地方創生は、国の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の理念や取り組みの方向性

を踏まえ、次の４つの基本目標を設定し、施策を推進することとします。 

重点② 地方創生の取り組み 

①地方創生ＳＤＧｓの実現などの持続可能なまちづくり 

   SDGs の理念を踏まえた地方創生を推進し、経済・社会・環境を巡る広範な課題

解決に統合的に取り組み、持続可能なまちづくりを進めます。 

 

 ②地域における Society5.0 の推進 

   未来技術の活用により、人手不足などの地域課題の解決に取り組むとともに、生

活の質を向上させるため、地域における Society5.0 の実現を推進します。 

 

 ③多様な人材の活躍の推進 

市民やＮＰＯ、企業などの多様な主体と連携・協働して地方創生の更なる深化を

図ります。また、担い手不足の解消に向けて地域の多様な人材を確保するとともに、

女性や高齢者等の誰もが働きやすく、活躍できる地域づくりを目指します。 
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＜基本的方向＞ 

栗原市の人口移動の状況は、高校卒業に伴う進学や就職による転出者が多く、加えて大学等の

進学先を修了した後、地元に戻りたい意向があったとしても、働く場が不十分であるために本市

に戻りかねていると考えられます。 

若者が住み続けたいと思えるような地域を実現するためには、地域の稼ぐ力を高め、やりがい

を感じることのできる魅力的なしごと・雇用機会を十分に創出し、誰もが安心して働けるように

することが重要です。 

よって、市内の産業が活力を持ち市民が地域で働く場を確保するため、本市の基幹産業である

農業の振興、豊かな地域資源を活用した観光業の充実、交通網や地の利を活かした自動車産業を

はじめとする企業の誘致等、栗原市の特色や利点を活用し、地域産業の経営基盤強化と新たな雇

用創出、産業の活性化、創業意欲の向上を図るとともに、担い手不足の解消に向けた人材確保の

ための支援を行います。 

また、栗駒山、伊豆沼・内沼などの豊かな自然資源、栗駒山麓ジオパークのジオサイトといっ

た観光資源の活用や、個人が地方のくらしを体験する取り組みを進めるため、農泊、農山村体験

を進めるほか、イベント開催等を通じた交流人口の拡大を図るとともに、訪れたい、住み続けた

いと思えるような魅力的な地域をつくります。 

 

＜数値目標＞【再掲】 

成果指標 計画策定時 目標値（Ｒ８） 

観光ポータルサイトの閲覧数 467,078 アクセス／年 510,000 アクセス／年 

新規学卒者の市内就職率 ５２．４％ ５５％ 

新たな誘致企業件数 Ü ５社／５年 

新規就農者数 ９人／年 ３０人／５年 

創業・起業件数 １０件／年 ５０件／５年 

 

＜主な取組み＞ 

 ①豊かな地域資源や観光資源を活用した、農泊、農山村体験などの魅力的なコンテンツを造成

し、「関係人口（＊注）」の拡大を図ります。 

＊注）「関係人口」…特定の地域に多様な形で関わる人々 

 ②豊かな地域資源を活用し、収益力を意識したコンテンツ造成を行い、観光・物産等関連産業

の活性化を図ります。 

③栗原ブランドの確立に向けた取り組みを支援します。 

 ④農林業の新規就業や後継者育成を支援し、持続可能な農林業を目指します。 

地域の特性を生かした産業や交流が盛んで、充実した仕事が 

できる魅力的なまちを創る 

基本目標１ 
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 ⑤創業・起業を活発化し新たな仕事を創出します。 

 ⑥企業誘致の促進や地元企業への持続的な経営支援により雇用の拡大を図ります。 

 ⑦栗原の魅力の戦略的なＰＲにより認知度を向上させ、交流人口拡大を図ります。 

 ⑧ＡＩやＩоＴなどの先進的技術を活用し、地域産業の発展を促進します。 

 ⑨女性や高齢者など誰もが働きやすい環境づくりを支援します。 
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＜基本的方向＞ 

栗原市の人口動態を見ると転出超過が続いており、人口減少問題に取り組んでいくうえで社会

減を食い止める対策が必要不可欠です。そのため、市民が暮らしたいと思う魅力ある環境を整え

るとともに、幼少期から郷土への愛着を醸成していくなど、地元の魅力を高めて転出抑制に繋げ

ていくことを目指します。 

 また、新たな暮らしのスタイルに対応した地方移住への関心の高まりを踏まえ、生活環境の整

備と雇用創出、移住支援制度の充実により、移住・定住と企業におけるテレワークを促進し、本

市への新しいひとの流れを創出します。 

 さらに、本市への関心や関わりを築くことが、地域の担い手確保や将来的な移住を決めるきっ

かけ等につながることから、「関係人口」の創出・拡大に取り組みます。加えて、企業や個人から

の寄附等により、地方創生に関する取り組みへの積極的な関与を促すなど、本市への資金の流れ

の創出・拡大を図ります。 

 

＜数値目標＞【再掲】 

成果指標 計画策定時 目標値（Ｒ８） 

転出者数と転入者数の差 ３６４人／年 ２００人以下／年 

支援制度を活用して定住したＩＪ

ターン世帯数 
９３世帯／４年 １５０世帯／５年 

 

＜主な取組み＞ 

 ①恵まれた自然に包まれた豊かに暮らせる住環境を整備します。 

 ②同居や近居を進め、世代間で協力して暮らせる環境を推進します。 

 ③民間等が保有する資産を活用した移住を促進します。 

 ④郷土愛にあふれた子どもを育み、住み続けたい気持ちを醸成します。 

 ⑤市外からの移住促進と情報発信に取り組みます。 

 ⑥企業におけるテレワークやワーケーションを支援し、地方への新しいひとの流れを創出しま

す。 

  

若者の首都圏及び仙台圏への人口流出を抑制するとともに、 

移住したくなるまちを創る 

基本目標２ 
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＜基本的方向＞ 

 人口の自然減を食い止めるためには、出生数を増やすことが不可欠です。しかし、近年では、

未婚化・晩婚化の進行等により出生数が減少しており、その原因として、結婚・出産・子育てに

対する経済的負担感や子育てと仕事の両立のしにくさなどの様々な要因が複雑に絡み合ってい

ると考えられます。 

よって、結婚、妊娠・出産・子育ての各段階に応じて、切れ目のない支援を行い、・若い世代が 

安心して子どもを産み育てられるよう社会全体で子育て世代を支える環境づくりを推進し、出生

数の増加を図ります。 

 また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を図り、多様な働き方の普及な

どを通じて、仕事と家庭が両立できる「働き方」を目指し、子育て環境を改善する取り組みを推

進します。 

 さらに、幼児期から義務教育終了までの切れ目ない教育環境を整備し、グローバル社会や情報

化社会で活躍する人材を育てるとともに、子どもたちに郷土愛を醸成する教育を実施し、ふるさ

とに対する愛着や誇りを育みます。 

 

＜数値目標＞【再掲】 

成果指標 計画策定時 目標値（Ｒ８） 

婚姻率 ２．５６ ２．９４ 

合計特殊出生率 １．４８ １．７０ 

４月１日現在の保育所入所待機児童数 ５人 ０人 

 

＜主な取組み＞ 

①若者の出会いと経済的安定を支援します。 

 ②安心して出産できる環境を整備します。 

 ③安心して子育てができる環境を整備します。 

 ④知性と創造性に富み、心豊かでたくましい子どもを育成します。 

  

結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちを創る 

基本目標３ 
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＜基本的方向＞ 

 住み続けたいと思えるような地域をつくり、人口減少及び少子高齢化に対応するため、市民が

互いに支え合う地域づくりを目指すとともに、市民の誰もが生きがいを持ち、住み慣れた地域で

安心して暮らせるよう地域全体で支える体制づくりが求められています。 

 よって、各地区のコミュニティが自主的に課題解決に取り組み、解決していくための適切な支

援を行い、行政主導ではなく、地域や市民活動団体、企業・法人、教育機関等と行政が協働して

行う、それぞれの地域の特色を生かした活力のある地域形成を目指します。 

 また、地域経済の活性化のためには、人々が安心して健やかに暮らせるまちづくりが必要であ

ることから、地域の医療・福祉サービスの確保、スポーツ推進や健康増進、防災・減災及び交通

安全の推進を図ります。 

 さらに、脱炭素社会の実現や非常時のエネルギー確保の観点から、再生可能エネルギーをはじ

めとした地域のエネルギー資源の活用を推進します。 

 

＜数値目標＞【再掲】 

成果指標 計画策定時 目標値（Ｒ８） 

「コミュニティ推進協議会」の設立件数 １９件 ２９件 

スポーツイベントの参加者数 ３０，８９３人／年 ３４，０００人／年 

防災指導員が複数いる自主防災組織率 ６６％ １００％ 

健康寿命 

（日常生活に制限のない期間） 

男性 ７９．７２歳 

女性 ８４．２４歳 

男性 ８１．０歳 

女性 ８４．５歳 

 

＜主な取組み＞ 

 ①コミュニティの活性化を図るとともに、地域の課題解決に向けた市民の主体的な取り組みを

推進します。 

 ②市民活動団体、企業・法人、教育機関、地域自治会等が持っているノウハウを活用した、協

働のまちづくりを推進します。 

 ③地域の医療・福祉サービス等の機能を確保します。 

 ④市民のスポーツ推進と健康増進を図ります。 

 ⑤市民が安心して暮らせるよう、地域防災力の向上と、交通安全・防犯対策の推進を図ります。 

 ⑥文化・芸術活動の振興を図ります。 

 ⑦地域公共交通サービスの確保・充実を図ります。 

 ⑧地域のエネルギー資源の活用を図ります。 

住民・企業・行政が協働でまちづくりを進め、安心して暮らす 

ことができるまちを創る 

基本目標４ 
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（１）将来人口の推計と分析 

① 国の推計による将来の人口 

社人研の推計によると、栗原市の総人口は、平成２７年（２０１５年）の６９，９０６人 

が、令和２７年（２０４５年）には３７，４９６人になると見込まれ、３０年間で４割以上減

少するという推計結果になっています。（図１－１） 

  人口構成をみると、令和２７年（２０４５年）における総人口に対する老年人口割合が５ 

０．１％と推計されており、特に女性の老年人口割合は、令和７年（２０２５年）には生産 

年齢人口割合を超え、令和２７年（２０４５年）には５４．８％になると推計されています。 

（図１－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口ビジョン 

【図１－１】栗原市の将来人口

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（平成 30 年 3 月推計）」 
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【図１－２】栗原市の将来人口（男女別）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（平成 30 年 3 月推計）」 
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② 将来人口の推計 

本人口ビジョンでは、社人研推計に準拠した推計のほか、次のような３つの独自のパターン

によって次のとおり将来人口を推計しました。（図２） 

 

推計パターン 推計条件等 

総人口 

（2015 年を 1.0 とした指

数） 

平成 27 年 

（2015 年） 

令和 47 年 

2065 年 

パターン１ 

≪社人研推計準拠≫ 
社人研の推計に準拠した場合 

69,906 

（1.0000） 

21,570 

（0.3086） 

パターン２ 

≪独自パターン≫ 

合計特殊出生率が令和 12 年（2030

年）に 1.8（希望出生率）に達し、令

和 22 年（2040 年）には 2.07（人

口置換水準）に達する場合 

69,906 

（1.0000） 

23,293 

（0.3332） 

パターン３ 

≪独自パターン≫ 

パターン２をベースに、令和 2 年

（2020 年）の推計人口を令和 2 年

（2020 年）国勢調査速報値人口に

置き換えた場合 

69,906 

（1.0000） 

23,479 

（0.3359） 

パターン４ 

≪独自パターン≫ 

パターン３をベースに、若い世代の

移住・定住促進化施策の積極的な取

り組みにより、社会減が年間 200 人

に減少した場合 

69,906 

（1.0000） 

31,002 

（0.4435） 

 

※純移動率について 

栗原市の純移動率を年齢５歳階級別にみると、減少の移動率が１５～１９歳⇒２０～２４歳の男女で共

に最も高く、次いで１０～１４歳⇒１５～１９歳の男女で共に高くなっている。これは進学や就職によっ

て栗原市を離れる人が多いことが要因である。 

逆に増加の移動率は、３０～３４歳⇒３５～３９歳の男女で共に高くなっている。これは一度栗原市を

離れた人が結婚や出産などを機に地元に戻っている動きである。 

このことから、１０代～３０代の転出入が栗原市の人口動向に大きく関わっていると言える。したがっ

て、この年代が栗原市に戻ってくること、戻った人が留まること、新たに栗原市に来ることが重要となっ

てくる。 
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【図２】将来人口の推計
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人口の長期的見通し（実数）

パターン１ ：社人研推計準拠

パターン２ ：合計特殊出生率が2030年に1.8（希望出生率）、2040年に2.07（人口置換水準）に達する場合

パターン３ ：パターン２をベースに、R2推計人口をR2国勢調査速報値人口に置き換えた場合

パターン４ ：パターン３をベースに、若い世代の移住・定住促進化施策の積極的な取り組みにより、社会減が年間200人に減少した場合

人
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人口の長期的見通し（2015年を1.0とした場合）

パターン１ ：社人研推計準拠

パターン２ ：合計特殊出生率が2030年に1.8（希望出生率）、2040年に2.07（人口置換水準）に達する場合

パターン３ ：パターン２をベースに、R2推計人口をR2国勢調査速報値人口に置き換えた場合

パターン４ ：パターン３をベースに、若い世代の移住・定住促進化施策の積極的な取り組みにより、社会減が年間200人に減少した場合

2015年を1.0とした係数
H27
（2015）

R2
（2020）

R7
（2025）

R12
（2030）

R17
（2035）

R22
（2040）

R27
（2045）

R32
（2050）

R37
（2055）

R42
（2060）

R47
（2065）

　パターン１（社人研推計準拠） 1.0000 0.9193 0.8379 0.7609 0.6872 0.6119 0.5364 0.4681 0.4089 0.3571 0.3086
　パターン２ 1.0000 0.9193 0.8399 0.7660 0.6962 0.6254 0.5532 0.4875 0.4303 0.3801 0.3332
　パターン３ 1.0000 0.9253 0.8454 0.7711 0.7009 0.6297 0.5571 0.4910 0.4335 0.3830 0.3359
　パターン４ 1.0000 0.9253 0.8577 0.7941 0.7370 0.6769 0.6179 0.5627 0.5183 0.4781 0.4435

合計特殊出生率
H27
（2015）

R2
（2020）

R7
（2025）

R12
（2030）

R17
（2035）

R22
（2040）

R27
（2045）

R32
（2050）

R37
（2055）

R42
（2060）

R47
（2065）

　パターン１（社人研推計準拠） 1.5637 1.5474 1.5530 1.5605 1.5636 1.5666 1.5666 1.5666 1.5666 1.5666
　パターン２ 1.5637 1.6818 1.8000 1.9350 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700
　パターン３ 1.5637 1.6818 1.8000 1.9350 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700
　パターン４ 1.5637 1.6818 1.8000 1.9350 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700

総人口
H27
（2015）

R2
（2020）

R7
（2025）

R12
（2030）

R17
（2035）

R22
（2040）

R27
（2045）

R32
（2050）

R37
（2055）

R42
（2060）

R47
（2065）

　パターン１（社人研推計準拠） 69,906 64,267 58,577 53,194 48,037 42,774 37,498 32,723 28,587 24,960 21,570
　パターン２ 69,906 64,267 58,715 53,550 48,669 43,716 38,675 34,079 30,081 26,568 23,293
　パターン３ 69,906 64,686 59,101 53,907 48,998 44,017 38,948 34,327 30,307 26,773 23,479
　パターン４ 69,906 64,686 59,959 55,514 51,522 47,318 43,196 39,338 36,234 33,425 31,002
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ⅰ）パターン１≪社人研推計準拠≫ 

社人研で公表している市町村単位の推計値は令和２７年（２０４５年）までとなっていますが、

同様の数値で推移することを前提に令和４７年（２０６５年）まで推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●総人口の見通し
H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総人口（人） 69,906 64,267 58,577 53,194 48,037 42,774 37,498 32,723 28,587 24,960 21,570
総人口（2015年を1.0とした指数） 1.0000 0.9193 0.8379 0.7609 0.6872 0.6119 0.5364 0.4681 0.4089 0.3571 0.3086
合計特殊出生率（ｔｆｒ） 1.5637 1.5474 1.5530 1.5605 1.5636 1.5666 1.5666 1.5666 1.5666 1.5666

●年齢５歳階級別人口の見通し（人）
H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総数 69,906 64,267 58,577 53,194 48,037 42,774 37,498 32,723 28,587 24,960 21,570
0～4歳 2,076 1,876 1,597 1,369 1,147 967 834 711 599 517 449
5～9歳 2,416 2,081 1,882 1,602 1,372 1,148 966 833 710 599 517
10～14歳 2,818 2,399 2,066 1,869 1,591 1,362 1,139 959 827 704 594
15～19歳 2,803 2,462 2,095 1,802 1,629 1,387 1,186 992 835 720 613
20～24歳 2,041 1,902 1,666 1,417 1,215 1,097 933 798 667 562 484
25～29歳 2,424 1,879 1,741 1,521 1,289 1,104 996 847 724 605 510
30～34歳 3,262 2,411 1,864 1,718 1,495 1,263 1,080 975 829 709 592
35～39歳 3,677 3,270 2,422 1,868 1,713 1,488 1,254 1,072 968 823 704
40～44歳 3,623 3,589 3,194 2,390 1,841 1,683 1,459 1,230 1,052 949 807
45～49歳 3,201 3,562 3,519 3,133 2,358 1,816 1,657 1,437 1,211 1,036 935
50～54歳 4,056 3,155 3,513 3,478 3,099 2,334 1,797 1,640 1,422 1,199 1,025
55～59歳 5,401 4,022 3,128 3,484 3,456 3,082 2,322 1,788 1,632 1,415 1,192
60～64歳 6,771 5,358 3,994 3,107 3,462 3,441 3,072 2,314 1,782 1,626 1,410
65～69歳 5,997 6,603 5,250 3,930 3,059 3,411 3,397 3,033 2,285 1,759 1,605
70～74歳 4,249 5,710 6,285 5,021 3,783 2,946 3,287 3,273 2,922 2,201 1,693
75～79歳 4,788 3,904 5,277 5,827 4,684 3,537 2,760 3,078 3,064 2,736 2,059
80～84歳 5,022 4,075 3,330 4,542 5,047 4,093 3,103 2,421 2,698 2,683 2,397
85～89歳 3,482 3,622 2,997 2,456 3,400 3,815 3,143 2,376 1,853 2,062 2,048
90歳以上 1,799 2,387 2,756 2,660 2,398 2,801 3,112 2,947 2,508 2,056 1,937
（再掲）0～14歳 7,310 6,356 5,545 4,840 4,110 3,477 2,939 2,503 2,136 1,820 1,559
（再掲）15～64歳 37,259 31,610 27,137 23,917 21,557 18,694 15,756 13,092 11,121 9,643 8,273
（再掲）65歳以上 25,337 26,301 25,895 24,436 22,370 20,603 18,803 17,128 15,330 13,497 11,739
（再掲）75歳以上 15,091 13,988 14,360 15,485 15,528 14,245 12,118 10,822 10,123 9,537 8,440
年齢別割合（0～14歳） 10.5% 9.9% 9.5% 9.1% 8.6% 8.1% 7.8% 7.6% 7.5% 7.3% 7.2%
年齢別割合（15～64歳） 53.3% 49.2% 46.3% 45.0% 44.9% 43.7% 42.0% 40.0% 38.9% 38.6% 38.4%
年齢別割合（65歳以上） 36.2% 40.9% 44.2% 45.9% 46.6% 48.2% 50.1% 52.3% 53.6% 54.1% 54.4%

男女計

7,310人 6,356人 5,545人 4,840人 4,110人 3,477人 2,939人 2,503人 2,136人 1,820人 1,559人

37,259人

31,610人
27,137人

23,917人
21,557人

18,694人
15,756人 13,092人 11,121人 9,643人 8,273人

25,337人

26,301人

25,895人
24,436人 22,370人

20,603人

18,803人

17,128人

15,330人
13,497人

11,739人
10.5% 9.9% 9.5% 9.1% 8.6%

8.1% 7.8% 7.6% 7.5% 7.3% 7.2%

53.3%

49.2%
46.3%

45.0% 44.9%
43.7% 42.0%

40.0%
38.9% 38.6% 38.4%

36.2%

40.9% 44.2%

45.9% 46.6%
48.2%

50.1%
52.3% 53.6% 54.1% 54.4%
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H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47

（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

人
口
割
合

人
口

年少人口 生産年齢人口 老年人口 年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

人

69,906人

64,267人

58,577人

53,194人
48,037人

42,774人

37,498人

32,723人

28,587人

24,960人

21,570人

注）推計式による計算値のため、社人研推計の結果と異なる数値となっています（以下同様） 
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ⅱ）パターン２ 

合計特殊出生率が令和１２年（２０３０年）に１．８（希望出生率）、令和２２年（２０４０年）

には２．０７（人口置換水準）に達する場合として推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●総人口の見通し
H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総人口（人） 69,906 64,267 58,715 53,550 48,669 43,716 38,675 34,079 30,081 26,568 23,293
総人口（2015年を1.0とした指数） 1.0000 0.9193 0.8399 0.7660 0.6962 0.6254 0.5532 0.4875 0.4303 0.3801 0.3332
合計特殊出生率（ｔｆｒ） 1.5637 1.6818 1.8000 1.9350 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700

●年齢５歳階級別人口の見通し（人）
H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総数 69,906 64,267 58,715 53,550 48,669 43,716 38,675 34,079 30,081 26,568 23,293
0～4歳 2,076 1,876 1,735 1,587 1,422 1,297 1,138 997 874 784 711
5～9歳 2,416 2,081 1,882 1,741 1,591 1,423 1,296 1,137 996 873 783
10～14歳 2,818 2,399 2,066 1,869 1,729 1,579 1,412 1,286 1,128 988 866
15～19歳 2,803 2,462 2,095 1,802 1,629 1,507 1,375 1,230 1,120 983 861
20～24歳 2,041 1,902 1,666 1,417 1,215 1,097 1,014 925 827 753 661
25～29歳 2,424 1,879 1,741 1,521 1,289 1,104 996 920 839 751 684
30～34歳 3,262 2,411 1,864 1,718 1,495 1,263 1,080 975 900 822 735
35～39歳 3,677 3,270 2,422 1,868 1,713 1,488 1,254 1,072 968 894 816
40～44歳 3,623 3,589 3,194 2,390 1,841 1,683 1,459 1,230 1,052 949 877
45～49歳 3,201 3,562 3,519 3,133 2,358 1,816 1,657 1,437 1,211 1,036 935
50～54歳 4,056 3,155 3,513 3,478 3,099 2,334 1,797 1,640 1,422 1,199 1,025
55～59歳 5,401 4,022 3,128 3,484 3,456 3,082 2,322 1,788 1,632 1,415 1,192
60～64歳 6,771 5,358 3,994 3,107 3,462 3,441 3,072 2,314 1,782 1,626 1,410
65～69歳 5,997 6,603 5,250 3,930 3,059 3,411 3,397 3,033 2,285 1,759 1,605
70～74歳 4,249 5,710 6,285 5,021 3,783 2,946 3,287 3,273 2,922 2,201 1,693
75～79歳 4,788 3,904 5,277 5,827 4,684 3,537 2,760 3,078 3,064 2,736 2,059
80～84歳 5,022 4,075 3,330 4,542 5,047 4,093 3,103 2,421 2,698 2,683 2,397
85～89歳 3,482 3,622 2,997 2,456 3,400 3,815 3,143 2,376 1,853 2,062 2,048
90歳以上 1,799 2,387 2,756 2,660 2,398 2,801 3,112 2,947 2,508 2,056 1,937
（再掲）0～14歳 7,310 6,356 5,684 5,197 4,742 4,299 3,847 3,420 2,998 2,645 2,360
（再掲）15～64歳 37,259 31,610 27,137 23,917 21,557 18,814 16,026 13,530 11,753 10,427 9,194
（再掲）65歳以上 25,337 26,301 25,895 24,436 22,370 20,603 18,803 17,128 15,330 13,497 11,739
（再掲）75歳以上 15,091 13,988 14,360 15,485 15,528 14,245 12,118 10,822 10,123 9,537 8,440
年齢別割合（0～14歳） 10.5% 9.9% 9.7% 9.7% 9.7% 9.8% 9.9% 10.0% 10.0% 10.0% 10.1%
年齢別割合（15～64歳） 53.3% 49.2% 46.2% 44.7% 44.3% 43.0% 41.4% 39.7% 39.1% 39.2% 39.5%
年齢別割合（65歳以上） 36.2% 40.9% 44.1% 45.6% 46.0% 47.1% 48.6% 50.3% 51.0% 50.8% 50.4%

男女計

7,310人 6,356人 5,684人 5,197人 4,742人 4,299人 3,847人 3,420人 2,998人 2,645人 2,360人

37,259人

31,610人
27,137人

23,917人
21,557人

18,814人

16,026人 13,530人 11,753人 10,427人 9,194人

25,337人

26,301人

25,895人 24,436人 22,370人

20,603人

18,803人

17,128人
15,330人

13,497人
11,739人

10.5% 9.9% 9.7% 9.7% 9.7%

9.8%

9.9% 10.0% 10.0% 10.0% 10.1%

53.3%

49.2%
46.2%

44.7% 44.3%
43.0%

41.4%
39.7% 39.1% 39.2% 39.5%

36.2%

40.9%
44.1%

45.6%
46.0% 47.1%

48.6%
50.3% 51.0% 50.8% 50.4%
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H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47

（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

人
口
割
合

人
口

年少人口 生産年齢人口 老年人口 年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

人

69,906人

64,267人

58,715人

53,550人
48,669人 43,716人 38675人

34,079人

30,081人

26,568人
23,293人
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ⅲ）パターン３ 

パターン２をベースに、令和２年（２０２０年）の推計人口を令和２年（２０２０年）国勢調

査による速報値人口に置き換えた場合として推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●総人口の見通し
H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総人口（人） 69,906 64,686 59,101 53,907 48,998 44,017 38,948 34,327 30,307 26,773 23,479
総人口（2015年を1.0とした指数） 1.0000 0.9253 0.8454 0.7711 0.7009 0.6297 0.5571 0.4910 0.4335 0.3830 0.3359
合計特殊出生率（ｔｆｒ） 1.5637 1.6818 1.8000 1.9350 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700

●年齢５歳階級別人口の見通し（人）

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総数 69,906 64,686 59,101 53,907 48,998 44,017 38,948 34,327 30,307 26,773 23,479
0～4歳 2,076 1,898 1,755 1,605 1,439 1,313 1,152 1,008 884 793 720
5～9歳 2,416 2,093 1,903 1,760 1,608 1,440 1,312 1,151 1,007 883 792
10～14歳 2,818 2,412 2,078 1,890 1,748 1,596 1,429 1,302 1,142 999 876
15～19歳 2,803 2,477 2,106 1,812 1,648 1,524 1,390 1,244 1,134 995 870
20～24歳 2,041 1,917 1,676 1,424 1,221 1,110 1,025 935 837 762 669
25～29歳 2,424 1,890 1,755 1,529 1,295 1,109 1,007 930 849 759 692
30～34歳 3,262 2,422 1,875 1,731 1,504 1,269 1,086 986 910 831 743
35～39歳 3,677 3,285 2,433 1,879 1,727 1,496 1,260 1,078 979 904 825
40～44歳 3,623 3,609 3,209 2,401 1,852 1,696 1,468 1,236 1,057 960 887
45～49歳 3,201 3,584 3,539 3,147 2,369 1,827 1,670 1,445 1,217 1,041 945
50～54歳 4,056 3,177 3,534 3,497 3,113 2,344 1,808 1,653 1,430 1,204 1,030
55～59歳 5,401 4,042 3,150 3,506 3,475 3,096 2,333 1,799 1,645 1,423 1,198
60～64歳 6,771 5,383 4,014 3,128 3,484 3,460 3,086 2,325 1,792 1,639 1,418
65～69歳 5,997 6,637 5,275 3,950 3,080 3,432 3,416 3,047 2,295 1,770 1,618
70～74歳 4,249 5,751 6,318 5,045 3,802 2,967 3,308 3,292 2,936 2,211 1,703
75～79歳 4,788 3,939 5,316 5,859 4,706 3,555 2,780 3,098 3,082 2,749 2,068
80～84歳 5,022 4,102 3,361 4,577 5,076 4,114 3,120 2,440 2,716 2,699 2,409
85～89歳 3,482 3,654 3,018 2,481 3,429 3,839 3,160 2,390 1,868 2,077 2,061
90歳以上 1,799 2,415 2,785 2,685 2,423 2,828 3,138 2,968 2,526 2,073 1,953
（再掲）0～14歳 7,310 6,402 5,736 5,255 4,795 4,350 3,893 3,461 3,033 2,675 2,388
（再掲）15～64歳 37,259 31,786 27,291 24,056 21,687 18,932 16,133 13,631 11,850 10,519 9,278
（再掲）65歳以上 25,337 26,498 26,073 24,596 22,516 20,735 18,922 17,234 15,424 13,579 11,813
（再掲）75歳以上 15,091 14,110 14,480 15,602 15,633 14,336 12,198 10,896 10,192 9,598 8,491
年齢別割合（0～14歳） 10.5% 9.9% 9.7% 9.7% 9.8% 9.9% 10.0% 10.1% 10.0% 10.0% 10.2%
年齢別割合（15～64歳） 53.3% 49.1% 46.2% 44.6% 44.3% 43.0% 41.4% 39.7% 39.1% 39.3% 39.5%
年齢別割合（65歳以上） 36.2% 41.0% 44.1% 45.6% 46.0% 47.1% 48.6% 50.2% 50.9% 50.7% 50.3%

男女計

7,310人 6,402人 5,736人 5,255人 4,795人 4,350人 3,893人 3,461人 3,033人 2,675人 2,388人

37,259人

31,786人
27,291人

24,056人
21,687人

18,932人
16,133人 13,631人 11,850人

10,519人 9,278人

25,337人 26,498人
26,073人

24,596人 22,516人

20,735人

18,922人

17,234人
15,424人

13,579人
11,813人

10.5% 9.9% 9.7% 9.7% 9.8%

9.9% 10.0% 10.1% 10.0%

10.0% 10.2%

53.3% 49.1%
46.2%

44.6% 44.3%
43.0%

41.4%
39.7% 39.1% 39.3% 39.5%

36.2%

41.0%
44.1%

45.6% 46.0% 47.1%
48.6%

50.2% 50.9% 50.7% 50.3%
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（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

人
口
割
合

人
口

年少人口 生産年齢人口 老年人口 年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

人

69,906人

64,686人

59,101人

53,907人
48,998人 44,017人

38,948人

34,327人

30,307人

26,773人
23,479人
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ⅳ）パターン４ 

パターン３をベースに、若い世代の移住・定住促進化施策の積極的な取り組みにより、社会減

が年間２００人に減少した場合として推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●総人口の見通し
H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総人口（人） 69,906 64,686 59,959 55,514 51,522 47,318 43,196 39,338 36,234 33,425 31,002
総人口（2015年を1.0とした指数） 1.0000 0.9253 0.8577 0.7941 0.7370 0.6769 0.6179 0.5627 0.5183 0.4781 0.4435
合計特殊出生率（ｔｆｒ） 1.5637 1.6818 1.8000 1.9350 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700

●年齢５歳階級別人口の見通し（人）

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47
（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

総数 69,906 64,686 59,959 55,514 51,522 47,318 43,196 39,338 36,234 33,425 31,002
0～4歳 2,076 1,898 1,813 1,732 1,650 1,578 1,468 1,346 1,265 1,197 1,169
5～9歳 2,416 2,093 2,063 1,835 1,896 1,667 1,737 1,483 1,505 1,280 1,356
10～14歳 2,818 2,412 2,183 2,154 1,927 1,987 1,759 1,828 1,576 1,598 1,375
15～19歳 2,803 2,477 2,146 1,944 1,918 1,720 1,770 1,572 1,632 1,412 1,432
20～24歳 2,041 1,917 1,701 1,475 1,334 1,317 1,181 1,215 1,081 1,122 974
25～29歳 2,424 1,890 1,820 1,617 1,408 1,277 1,260 1,137 1,168 1,047 1,084
30～34歳 3,262 2,422 1,985 1,905 1,700 1,489 1,360 1,343 1,223 1,253 1,134
35～39歳 3,677 3,285 2,543 2,100 2,011 1,802 1,589 1,460 1,444 1,324 1,355
40～44歳 3,623 3,609 3,304 2,605 2,164 2,070 1,862 1,653 1,528 1,511 1,394
45～49歳 3,201 3,584 3,589 3,291 2,620 2,185 2,089 1,884 1,678 1,554 1,538
50～54歳 4,056 3,177 3,544 3,557 3,264 2,602 2,172 2,077 1,874 1,671 1,548
55～59歳 5,401 4,042 3,160 3,526 3,544 3,257 2,599 2,171 2,076 1,875 1,672
60～64歳 6,771 5,383 4,024 3,148 3,513 3,539 3,256 2,601 2,173 2,079 1,878
65～69歳 5,997 6,637 5,280 3,965 3,105 3,466 3,499 3,220 2,573 2,151 2,058
70～74歳 4,249 5,751 6,323 5,054 3,821 2,996 3,346 3,377 3,108 2,484 2,076
75～79歳 4,788 3,939 5,316 5,864 4,716 3,573 2,807 3,134 3,161 2,910 2,324
80～84歳 5,022 4,102 3,361 4,577 5,080 4,122 3,136 2,463 2,747 2,769 2,550
85～89歳 3,482 3,654 3,018 2,481 3,429 3,842 3,166 2,402 1,886 2,101 2,115
90歳以上 1,799 2,415 2,785 2,685 2,423 2,828 3,139 2,972 2,534 2,085 1,970
（再掲）0～14歳 7,310 6,402 6,059 5,721 5,473 5,232 4,964 4,657 4,346 4,076 3,901
（再掲）15～64歳 37,259 31,786 27,816 25,168 23,476 21,258 19,139 17,113 15,878 14,849 14,009
（再掲）65歳以上 25,337 26,498 26,083 24,626 22,573 20,828 19,094 17,568 16,009 14,500 13,092
（再掲）75歳以上 15,091 14,110 14,480 15,606 15,647 14,365 12,249 10,971 10,329 9,865 8,959
年齢別割合（0～14歳） 10.5% 9.9% 10.1% 10.3% 10.6% 11.1% 11.5% 11.8% 12.0% 12.2% 12.6%
年齢別割合（15～64歳） 53.3% 49.1% 46.4% 45.3% 45.6% 44.9% 44.3% 43.5% 43.8% 44.4% 45.2%
年齢別割合（65歳以上） 36.2% 41.0% 43.5% 44.4% 43.8% 44.0% 44.2% 44.7% 44.2% 43.4% 42.2%

男女計

7,310人 6,402人 6,059人 5,721人 5,473人 5,232人 4,964人 4,657人 4,346人 4,076人 3,901人

37,259人

31,786人
27,816人

25,168人 23,476人 21,258人 19,139人 17,113人 15,878人 14,849人 14,009人

25,337人

26,498人
26,083人

24,626人 22,573人 20,828人
19,094人

17,568人
16,009人

14,500人
13,092人

10.5% 9.9% 10.1% 10.3%
10.6% 11.1% 11.5% 11.8% 12.0% 12.2% 12.6%

53.3%

49.1%
46.4% 45.3% 45.6% 44.9% 44.3%

43.5%
43.8%

44.4% 45.2%

36.2%

41.0%
43.5% 44.4% 43.8% 44.0% 44.2%

44.7% 44.2%

43.4% 42.2%
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（2015） （2020） （2025） （2030） （2035） （2040） （2045） （2050） （2055） （2060） （2065）

人
口
割
合

人
口

年少人口 生産年齢人口 老年人口 年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

人

69,906人

64,686人

59,959人

55,514人

51,522人
47,318人 43,196人 39,338人

36,234人
33,425人

31,002人
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（２）人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察 

 ① 産業や雇用への影響 

少子高齢化の進行によって、栗原市の基幹産業である農業においては、担い手不足と 

  耕作放棄地の増加が懸念されます。このことにより農畜産物の生産量が減少し、ブランド力

が低下する恐れがあります。 

   また、生産年齢人口が減少し労働力や生産力が不足することによって、雇用の質と量が 

  低下する恐れがあり、企業の撤退をはじめ産業活動の縮小が予測されます。 

 

② 地域生活への影響 

人口減少に伴い消費が減少し、地域経済も縮小することが懸念されます。このことによっ

て、一定の人口規模で成り立つ生活関連サービスが撤退し、日常生活の利便性が低下する恐

れがあります。 

また、若年層の流出と少子化によって、地域内の高齢化が進展し、自治会など地域コミュ

ニティを維持するのが困難になることが予測されます。 

これまで、「自助」「共助」「公助」の精神で進めてきた市民協働のまちづくりも、地域力の

低下によって崩壊する恐れがあります。 

 

 ③ 社会保障制度への影響 

高齢化の進展により、年金、医療、介護などの社会保障に要する費用が増加し、現 

  役世代の負担が増大する恐れがあります。 

   また、給付と負担のバランスが崩れることで、将来にわたり社会保障制度を維持 

  していくことへの影響も懸念されます。 

 

 ④ 行財政サービスへの影響 

人口減少によって税収や地方交付税など歳入の減少が見込まれますが、義務的経（人件

費、扶助費、公債費）は一定程度の水準で推移することが予測されます。 

このため、財政の硬直化が進み、行政サービスの低下が懸念されます。 

また、公共施設については、老朽化による施設更新への対応は勿論、通常の維持 

管理も困難になり、施設の統廃合が加速する恐れがあります。 
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（３）人口の将来展望 

①目指すべき将来の方向 

人口減少の加速化を食い止めるためには、出生数の上昇と社会増につながる取り組みが必要で

す。 

 進学により転出した若者が地元に戻って就職し、結婚・出産・子育てを経て、次の世代も 

同様のサイクルとなることが重要であり、「栗原に住んで良かった」「栗原にずっと住み続け 

たい」と思ってもらえるよう、引き続き対策に取り組んでいかなければなりません。 

このため、「しごとづくり」「ひとづくり」「まちづくり」に関する施策を有機的に組み合 

わせ、栗原市総合計画に掲げる「市民が創る くらしたい栗原」の実現を目指すものとします。 

 

②人口の将来展望 

前述したように、社人研推計に準拠した栗原市の将来の総人口は、令和２７年（２０４５年） 

には平成２７年（２０１５年）対比で４割以上減、令和４７年（２０６５年）には同約７割減の

２１，５７０人と予測されています。 

本ビジョンでは、若い世代が抱える結婚・出産・子育てに対する不安を解消するとともに、安 

心して働き続けられる雇用の場を確保することにより、合計特殊出生率が令和１２年（２０３０

年）に１．８（希望出生率）に達し、令和２２年（２０４０年）には２．０７（人口置換水準）

に達することを目標とします。 

同時に、若い世代の転出の抑制と移住・定住促進策に積極的に取り組み、進学や就職を要因と 

する社会減の幅が大きい年代層の純移動率を抑えることによって、パターン４の推計のとおり、

令和４７年（２０６５年）の総人口を、社人研準拠の推計値より約９，４００人多い３１，００

２人を目指すものとします。 
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